
戦
国
期
の
守
護
権
力

i
出
雲
尼
子
氏
を
素
材
と
し
て
ー
ー

今

岡

血
ノ、

和

【
要
約
目
　
出
雲
尼
子
氏
の
戦
国
大
名
と
し
て
の
権
力
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
従
来
幕
府
一
守
護
体
制
に
対
す
る
反
逆
的
性
格
が
強
調
さ
れ
る
事
が
多
か
っ

た
が
、
室
町
期
の
出
雲
守
護
京
極
氏
と
の
関
係
に
注
目
す
れ
ば
、
京
極
氏
と
の
連
続
面
が
目
立
ち
、
尼
子
氏
の
守
護
と
し
て
の
性
格
が
明
ら
か
と
な
る
。

京
極
氏
の
出
雲
領
国
支
配
は
、
自
立
性
の
強
い
国
人
・
寺
社
等
の
伝
統
的
在
地
勢
力
に
よ
っ
て
大
き
な
制
約
を
う
け
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
尼
子
氏
は
、

京
極
氏
一
族
の
守
護
権
限
代
行
者
と
し
て
近
江
か
ら
出
雲
に
入
り
、
経
久
の
代
に
京
極
氏
の
家
督
と
守
護
権
を
継
承
し
、
更
に
そ
れ
を
幕
府
に
よ
っ
て
認

定
さ
れ
て
い
る
。
尼
子
馬
は
戦
国
期
に
お
け
る
幕
府
一
守
護
体
制
の
一
環
に
加
わ
る
事
に
よ
り
、
羅
期
に
一
国
支
配
を
実
現
し
得
た
の
で
あ
る
。
そ
の
事

襟
蕩
離
婁
蘂
矯
賭
隣
騨
軸
籠
諜
鑓
縁
権
力
機
構
を
構
成
す
る
縞
錺
簸
、
莚
驚
肺
て
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5

序

円

戦国期の守護権力（今岡）

正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
濫
行
の
『
陰
徳
太
平
記
』
に
は
、
　
「
尼
子
経
久
立
身
之
事
」
と
題
す
る
＝
早
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
主
家
に
追
放
さ

れ
、
童
姿
の
身
と
な
っ
た
尼
子
経
久
は
諸
国
を
さ
す
ら
い
、
遂
に
は
山
寺
に
沙
弥
と
な
っ
て
飢
餓
を
し
の
ぎ
な
が
ら
忍
従
の
日
々
を
送
る
。

し

か
し
、
こ
の
希
世
の
桑
雄
は
、
山
中
に
埋
も
れ
る
を
潔
し
と
せ
ず
、
鉢
屋
衆
の
助
力
を
得
る
事
に
成
功
し
、
や
が
て
文
明
一
八
年
（
一
四
八
六
）

正
月
元
旦
に
奇
計
を
以
て
富
田
城
を
奪
う
。
か
く
て
富
田
城
の
主
と
な
っ
た
経
久
は
、
出
雲
国
内
の
諸
豪
を
討
ち
、
更
に
山
陰
山
陽
の
諸
国
を

切
り
取
り
次
第
に
切
り
従
え
、
遂
に
は
一
一
州
の
大
守
と
仰
が
れ
る
に
至
る
一
つ
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右
は
『
陰
徳
太
平
記
』
の
最
も
人
口
に
縢
下
し
た
シ
ー
ン
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
余
り
に
も
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
が
故
に
、
尼
子
経
久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
蜜
田
城
奪
取
は
、
今
日
第
一
線
の
研
究
に
お
い
て
も
下
剋
上
の
一
例
、
戦
国
時
代
開
幕
の
象
徴
的
事
件
と
し
て
認
識
さ
れ
る
事
が
多
い
。
そ

の
事
は
ま
た
戦
国
大
名
と
し
て
の
尼
子
氏
の
評
価
に
か
か
わ
っ
て
、
尼
子
氏
を
扱
っ
た
数
少
な
い
従
来
の
研
究
に
お
い
て
も
、
幕
府
及
び
守
護

京
極
玩
に
対
す
る
尼
子
氏
の
反
逆
的
姿
勢
が
強
調
さ
れ
、
守
護
代
か
ら
の
脱
皮
に
戦
国
大
名
尼
子
氏
の
誕
生
を
見
る
通
説
が
ほ
ぼ
踏
襲
さ
れ
て

、
②

い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
最
近
の
松
浦
義
則
氏
に
よ
る
研
究
は
、
尼
子
氏
の
出
雲
国
支
配
権
を
京
極
氏
の
一
国
支
配
権
の
継
承
と
し
た
点
で
画
期
的

　
　
　
　
　
　
③

な
も
の
で
あ
っ
た
。
尤
も
、
氏
の
考
察
の
主
眼
は
右
の
規
定
の
上
に
立
っ
て
の
尼
子
氏
に
よ
る
領
主
層
掌
握
の
あ
り
方
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い

て
は
国
人
に
対
す
る
「
国
並
」
、
土
豪
に
対
す
る
「
被
官
並
」
、
小
領
主
に
対
す
る
「
地
下
並
（
負
担
免
除
）
」
の
三
つ
の
類
型
が
設
定
さ
れ
て
い

る
。
之
こ
で
「
国
籍
」
の
奉
公
は
、
　
「
国
偏
の
公
的
支
配
者
へ
の
一
般
的
義
務
と
し
て
観
念
さ
れ
、
ま
た
室
町
期
の
国
人
が
将
軍
・
守
護
に
果

し
て
い
た
一
種
の
公
役
の
ご
と
き
性
格
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
特
定
の
主
鱈
な
い
し
家
と
切
り
離
し
て
存
在
し
得
な
い
「
被
官
並
」
の
奉
公
と

対
比
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
場
舎
、
尼
子
氏
が
京
極
氏
の
一
国
支
配
権
を
継
承
し
た
事
が
、
国
人
に
国
並
の
奉
公
を
求
め
る
要
件
と
な
る
訳
で
あ

る
。
だ
が
、
松
浦
氏
の
場
合
、
主
と
し
て
知
行
制
の
面
か
ら
右
の
類
型
を
論
じ
、
一
方
面
尼
子
氏
の
一
国
支
配
権
の
内
容
に
も
、
ま
た
継
承
の

具
体
的
様
相
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
ら
れ
ぬ
た
め
、
右
の
類
型
が
戦
国
大
名
と
し
て
の
尼
子
氏
の
性
格
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
が
必
ず
し

も
明
確
に
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
尼
子
琉
が
守
護
代
の
戦
国
大
名
化
し
た
数
少
な
い
　
例
で
あ
り
、
し
か
も
天
文
二
一
年
（
一
五
五
二
）
に
至
っ
て
守
護
職
補
任
状
を
う
け
て
い

　
　
　
　
　
　
　
④

る
事
実
を
考
え
れ
ば
、
守
護
権
に
連
な
る
一
国
支
配
権
に
こ
そ
戦
国
大
名
尼
子
氏
の
特
質
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
家
臣
団
編
成
に
つ
い
て
も
、

公
権
力
の
具
体
的
な
形
態
と
機
能
の
問
題
が
ま
ず
第
一
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
右
の
観
点
か
ら
す
る
本
稿
の
主
た
る
目
的
は
、

尼
子
氏
の
一
国
支
配
権
の
性
格
を
京
極
茂
の
守
護
権
と
の
関
連
で
検
討
し
、
そ
れ
が
尼
子
氏
権
力
の
性
格
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
か
を

考
察
す
る
事
に
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
戦
国
大
名
権
力
に
お
け
る
公
権
力
の
闇
題
を
解
明
す
る
糸
口
と
も
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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⑤

　
尼
子
氏
は
京
極
高
詮
の
弟
高
久
が
近
江
国
犬
上
郡
甲
良
庄
尼
子
郷
を
領
し
た
事
に
始
ま
り
、
そ
の
次
子
持
久
が
高
詮
の
守
護
代
と
し
て
出
雲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
下
り
、
雲
州
尼
子
氏
の
祖
と
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
初
期
の
動
向
は
殆
ど
ヴ
ェ
ー
ル
の
彼
方
に
あ
る
。
以
下
、
本
稿
で
は
ま
ず
守

護
京
極
氏
の
出
雲
領
国
支
配
の
性
格
を
考
察
し
、
次
に
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
尼
子
氏
に
移
行
し
た
の
か
を
具
体
的
に
跡
づ
け
、
そ
の
上
で
戦
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

大
名
尼
子
氏
の
性
格
を
論
ず
る
事
と
し
た
い
。

①
　
例
え
ば
永
原
慶
二
『
戦
国
の
動
乱
』
（
『
日
本
の
歴
史
』
第
一
四
巻
、
小
学
館
、

　
一
九
七
五
年
）
。

②
　
尼
子
氏
に
つ
い
て
の
従
来
の
研
究
と
し
て
は
、
概
説
的
な
も
の
と
し
て
米
原
正

　
義
『
尼
子
経
久
』
（
人
物
往
来
社
、
　
一
九
六
七
年
、
の
ち
改
訂
を
加
え
て
『
出
雲

　
尼
子
弔
族
』
と
し
て
一
九
八
　
年
に
新
人
物
往
来
社
よ
り
再
刊
）
・
藤
岡
大
拙
「
尼

　
子
氏
の
独
立
」
（
『
歴
史
公
論
』
一
九
八
一
年
　
一
月
号
）
等
が
あ
り
、
個
別
的
な

　
問
題
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
米
原
正
義
「
出
雲
尼
子
氏
の
文
芸
」
（
『
戦
国
武
士
と

　
文
芸
の
研
究
』
所
収
、
桜
楓
縫
、
　
　
九
七
六
年
）
・
勝
田
勝
年
門
尼
子
経
久
の
出

　
雲
寓
甲
張
攻
略
説
に
就
て
」
（
『
国
学
院
難
誌
』
八
六
〇
母
、
一
九
七
八
年
目
・
同
氏

　
「
尼
子
経
久
画
像
の
研
究
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
八
七
七
号
、
一
九
八
○
年
）
等
が

　
あ
る
。
な
お
、
勝
田
勝
年
践
は
右
の
論
稿
（
前
者
）
に
お
い
て
、
尼
子
成
と
京
極

　
氏
の
対
立
的
側
面
を
重
視
す
る
事
に
疑
念
を
提
示
さ
れ
て
お
り
、
具
体
的
な
論
証

　
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
発
想
に
お
い
て
本
稿
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。

③
　
同
氏
「
戦
国
大
名
の
領
主
層
掌
握
に
つ
い
て
」
（
『
福
井
大
学
教
育
学
部
紀
要
』

　
第
盗
部
社
会
科
学
第
三
〇
号
、
一
九
八
　
年
）
。

④
　
尼
子
氏
の
守
護
職
補
任
に
つ
い
て
は
後
に
詳
し
く
述
べ
る
。

⑤
　
『
佐
々
木
系
図
』
。

⑥
　
こ
の
事
に
つ
い
て
、
『
陰
徳
太
平
記
』
は
こ
の
よ
う
に
栄
え
る
が
、
『
多
胡
外
記

　
口
上
之
覚
』
（
島
根
県
立
図
書
鯨
架
蔵
写
本
）
は
高
久
が
初
め
て
出
雲
に
下
っ
た
と

　
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
尼
子
氏
の
出
雲
入
部
に
つ
い
て
は
、
直
接
こ
れ
を
物
語

　
る
確
か
な
史
料
は
存
在
し
な
い
。

⑦
以
下
、
本
稿
で
典
拠
と
す
る
史
料
は
、
特
記
せ
ぬ
限
り
京
都
大
学
掴
史
学
研
究

　
室
・
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
・
島
根
県
立
図
窪
館
架
蔵
の
影
写
本
ま
た
は
写
真
版

　
に
よ
る
。
史
料
閲
覧
の
便
宜
を
頂
い
た
こ
れ
ら
の
機
闘
の
方
々
に
、
こ
の
場
を
借

　
り
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。

戦國期の守護権力（今岡）

出
雲
守
護
京
極
氏
の
領
屡
支
配
（
そ
の
①
）

　
京
極
氏
が
初
め
て
出
雲
国
守
護
と
な
っ
た
の
は
、
足
利
尊
氏
の
側
近
と
し
て
辣
腕
を
振
る
っ
た
導
誉
の
代
で
あ
る
が
、
そ
の
後
守
護
職
は
一

時
山
名
氏
の
手
に
移
り
、
京
極
民
の
領
国
支
配
が
本
格
的
に
展
開
す
る
の
は
、
明
徳
の
乱
で
山
名
氏
が
没
落
し
、
導
誉
の
孫
高
峯
が
改
め
て
守

護
と
な
っ
て
か
ら
の
事
で
あ
る
。
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表1

拠典容内所釜日1発給者
千家文書

　！1

小野文書

1一

！1

ク
　
ク
　
　
　
〃

　　ク

鰐淵寺文書

小野文講

　　ク

　　t1

朝山文書

杵築大社三月会沙汰

杵築大社造営（遵行）

違乱停止

孫　喚状
検校職沙汰付

1！

1
！

落書糺明
検校職沙汰付

上役免除（早行）

召喚状

違乱停止

　1一

段銭免除

隠岐　守
松田掃部入道

古志慶千代
大熊上総入道
同　八郎右衛門尉

古志与四郎

大熊上総入道
同　八郎右衛門尉
古志与次郎

　　！！

　
　
　
　
　
門
）

道
　
　
　
　
　
衛
力

入
郎
　
　
堅
守
星
羅
守

　
　
　
次
河
郎
清
鴇

総
言上

与
ク
与
参
太
（
灯
ク

熊
志
　
　
志
宮
尾
子
沢

大
古
　
　
論
叢
富
再
三

の
　
　
　
守

定
守
山
五
族
防
守
守

山
耀
撫
謙

尼
三
神
牛
牛
下
松
大

京極高倉
京極高光
守護奉行人

！1

！！

　　ク

　　！－

　　1！

　　！一

京野司高

守護奉行人

〃
　
〃

〃

年月　日
〔1｝明徳　3．　8．27

〔2）応永12．10．13

〔3｝　ク　 28．　8．15

（4）　〃　3工．　4．25

（5）　i！　4，29

（6）　ii　8．　28

〔7｝　ク　 32．　5．22

（8）〃　閏6．18

〔9｝　ク　33．　7．16

〔1（））永：’t’ii：10．　4．23

O］）康正2．7．2

7．　2

12．　1

〃
　
　
〃

⑫
⑱

Oφ寛正5．7．20

　
明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）
正
月
、
山
名
氏
清
・
満
幸
が
内

野
の
合
戦
に
敗
れ
、
明
徳
の
乱
が
｝
段
落
し
た
段
階
で
、

京
極
高
詮
は
山
名
満
幸
に
代
わ
っ
て
出
雲
・
隠
岐
両
国
の

　
　
　
　
　
　
　
①

守
護
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
こ
れ
以
後
、
戦
国
期
ま
で
両
国
の

守
護
職
は
京
極
氏
に
相
承
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
間
の
守
護

京
極
氏
の
出
雲
領
国
支
配
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

の
作
業
と
し
て
、
先
ず
出
雲
国
に
疑
る
守
護
関
係
文
書
の

全
体
を
概
観
す
る
事
か
ら
始
め
た
い
。

　
京
極
政
経
に
至
る
歴
代
の
出
雲
守
護
の
発
給
文
書
の
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ち
、
書
状
及
び
寄
進
状
等
を
除
き
、
公
的
な
様
式
を
持
ち
、

直
接
守
護
権
限
に
関
係
す
る
も
の
は
、
管
見
の
限
り
で
八

○
通
遺
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
全
て
、
様
式
的
に
は
歴

代
守
護
の
避
状
か
、
守
護
奉
行
人
の
連
記
奉
書
の
い
ず
れ

か
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
弓
状
が
六
〇
通
、
奉
行
人
連
署

奉
書
が
二
〇
通
で
あ
る
。

　
次
に
、
守
護
京
極
氏
の
領
国
支
配
機
構
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
、
こ
の
八
○
通
の
う
ち
、
そ
の
文
書
に
表
わ
れ

た
事
柄
の
当
事
者
に
直
接
充
て
ら
れ
た
も
の
を
除
く
、
守
護
権
限
の
現
地
に
お
け
る
執
行
者
に
充
て
ら
れ
た
と
考
え
る
も
の
を
検
討
し
て
み
よ

う
。
表
1
は
、
応
仁
・
文
明
期
以
前
で
右
の
条
件
に
適
う
文
書
の
一
覧
表
で
あ
る
。
そ
の
内
容
に
立
ち
入
る
前
に
、
充
所
に
尼
子
茂
の
見
え
る
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場
合
の
書
式
に
つ
い
て
予
め
説
明
を
加
え
て
お
き
た
い
。

　
こ
こ
で
尼
子
氏
が
充
所
に
見
え
る
文
書
は
、
全
て
守
護
奉
行
人
の
連
署
奉
書
で
あ
り
、
例
え
ば
⑪
の
文
書
で
は
そ
の
充
所
は
次
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

　
（
本
文
略
）

　
尼
干
殿

　
　
　
　
御
代
官

　
三
沢
対
馬
守
殿

　
従
来
は
こ
の
三
沢
対
馬
守
を
即
ち
「
尼
子
殿
御
代
官
」
と
考
え
、
⑪
～
⑱
の
文
書
に
見
え
る
国
人
達
が
尼
子
氏
の
代
官
を
務
め
て
い
た
と
解

　
　
　
　
③

さ
れ
て
来
た
。
し
か
し
、
0
3
の
文
書
の
よ
う
に
数
名
連
記
の
も
の
を
全
て
尼
子
氏
の
代
官
と
す
る
の
も
書
式
と
し
て
は
不
自
然
で
あ
る
し
、
更

に
表
1
に
は
掲
げ
て
い
な
い
が
、
充
所
が

　
尼
子
殿

　
　
　
　
御
代
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
み
の
文
書
も
い
く
つ
か
存
在
す
る
。

　
ま
た
、
表
1
の
充
所
に
尼
子
民
の
見
え
る
文
書
は
い
ず
れ
も
京
極
氏
奉
行
人
の
連
署
奉
書
で
あ
る
が
、
管
見
の
限
り
で
は
京
極
氏
奉
行
人
の

奉
書
で
充
所
に
尼
子
民
の
名
の
見
え
る
も
の
は
全
て
先
の
よ
う
な
書
式
に
な
っ
て
お
り
、
逆
に
京
極
氏
当
主
の
直
黒
に
は
そ
の
よ
う
な
例
は
見

当
ら
な
い
。
更
に
、
尼
子
氏
が
京
極
氏
の
一
族
で
あ
っ
た
事
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
室
町
幕
府
の
奉
行
人
奉
書
が
細
川
・
斯
波
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

畠
山
氏
等
を
直
接
の
充
所
と
し
得
な
か
っ
た
の
に
等
し
く
、
尼
子
氏
に
対
す
る
表
敬
の
た
め
の
書
式
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
尼
子
氏
は
康
正
年
間
に
お
い
て
三
沢
氏
譜
の
出
雲
の
伝
統
的
国
人
と
並
列
的
な
立
場
で
守
護
権
限
の
遵
行
に

あ
た
っ
て
い
る
事
に
な
り
、
こ
の
時
期
の
尼
子
氏
の
地
位
に
つ
い
て
尼
子
氏
を
一
貫
し
て
守
護
京
極
馬
の
下
で
の
出
雲
守
護
代
と
見
な
し
て
来
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⑥

た
通
説
を
も
含
め
て
の
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
詳
し
く
触
れ
る
事
と
し
、
こ
こ
で
は
先
の
事
実
を
ひ
と
ま
ず
指
摘

し
て
お
き
た
い
。

　
さ
て
、
以
上
の
事
を
確
認
し
た
上
で
、
表
1
を
改
め
て
検
討
す
る
な
ら
ば
、
守
護
京
極
氏
の
出
雲
領
圏
支
配
機
構
の
暴
富
と
し
て
、
守
護
発

給
文
書
の
充
所
が
き
わ
め
て
流
動
的
で
あ
っ
て
、
し
か
も
同
時
に
複
数
の
も
の
が
守
護
権
限
の
執
行
に
あ
た
っ
て
い
る
よ
う
な
例
の
多
い
事
が

指
摘
で
き
、
現
地
に
お
け
る
守
護
権
限
の
代
行
者
と
し
て
の
守
護
代
の
よ
う
な
制
度
は
そ
の
存
在
を
検
出
す
る
事
が
困
難
な
の
で
あ
る
。
更
に

今
一
つ
、
管
見
の
限
り
で
は
表
1
の
文
書
を
そ
の
充
所
に
見
え
る
も
の
が
更
に
下
部
の
機
構
（
例
え
ば
小
守
護
代
・
郡
代
な
ど
）
に
伝
達
し
た

例
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
以
上
の
事
実
か
ら
想
定
さ
れ
る
京
極
幾
の
出
雲
領
国
支
配
機
構
は
制
度
的
に
さ
ほ
ど
整
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
か
っ

た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

　
こ
こ
で
再
び
表
1
に
注
目
し
、
現
地
に
お
け
る
守
護
権
限
の
遵
行
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
行
な
わ
れ
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、
ω
・

②
の
二
通
は
い
ず
れ
も
杵
築
大
社
三
月
会
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
杵
築
大
社
三
月
会
は
、
鎌
倉
期
よ
り
国
内
の
地
頭
御
家
人
を
挙
げ
て
務
め

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
そ
の
円
滑
な
実
行
は
、
出
雲
国
内
の
領
主
階
級
の
共
同
秩
序
の
維
持
に
か
か
わ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
次
い
で
、
③
～
⑨
は
い
ず
れ
も
小
野
愛
寿
丸
と
田
儀
又
法
師
丸
と
の
間
で
争
わ
れ
た
日
御
幸
社
検
校
職
の
相
論
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま

た
ω
～
㈱
は
、
日
御
越
社
と
杵
築
大
社
と
の
境
相
論
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
出
雲
を
代
表
す
る
有
力
寺
社
勢
力
問
の
調
停
に
関

す
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
残
さ
れ
た
少
数
の
も
の
に
つ
い
て
解
説
を
加
え
て
お
く
と
、
⑩
は
幕
府
御
教
書
の
守
護
に
よ
る
細
行
の
数
少
な
い
例
で
あ
り
、
御
教
書
の
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

言
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
鰐
淵
寺
領
が
守
護
使
不
入
で
あ
る
事
を
、
段
銭
徴
収
に
あ
た
っ
て
い
た
守
護
使
に
充
て
て
伝
達
し
た
も
の
と
見
る

事
が
で
き
、
直
接
に
守
護
権
限
の
行
使
を
発
動
し
た
も
の
で
は
な
い
と
言
え
る
。
㈹
も
、
御
料
所
朝
山
郷
に
つ
い
て
の
同
様
の
事
例
で
あ
る
。

　
以
上
の
概
観
か
ら
窺
え
る
の
は
、
守
護
京
極
氏
の
下
で
出
雲
国
に
お
け
る
守
護
権
限
の
何
ら
か
の
執
行
機
関
の
機
能
す
る
場
合
が
、
国
内
の

有
力
寺
社
や
国
人
な
ど
の
伝
統
的
勢
力
栢
互
の
関
係
を
調
整
し
、
国
内
の
秩
序
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
殆
ど
限
ら
れ
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て
い
る
事
で
あ
る
。

　
逆
に
言
え
ば
、
他
の
有
力
な
勢
力
と
の
競
合
が
起
こ
ら
ぬ
場
舎
は
、
そ
の
よ
う
な
執
行
機
関
の
機
能
す
る
必
要
は
無
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
国
内
の
伝
統
的
勢
力
に
対
す
る
守
護
権
力
の
介
入
が
き
わ
め
て
困
難
で
あ
っ
た
事
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
そ
の
事
と
関
連
し
て
、
杵
築
大
社
を
始
め
と
す
る
出
雲
国
内
の
有
力
専
社
勢
力
の
存
在
形
態
が
問
題
と
な
る
が
、
従
来
の
研
究
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
所
で
は
、
例
え
ば
杵
築
大
社
に
拠
る
出
雲
国
造
家
は
、
既
に
鎌
倉
期
に
幕
府
御
家
人
と
な
っ
て
惣
領
制
的
な
武
士
団
編
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

を
遂
げ
、
自
立
的
な
地
域
的
支
配
権
力
体
制
を
構
築
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
日
御
碕
社
に
つ
い
て
も
事
態
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

⑩る
。
井
上
寛
司
氏
は
こ
れ
を
「
出
雲
国
に
お
け
る
古
代
か
ら
中
世
へ
の
移
行
過
程
（
中
世
社
会
の
形
成
）
の
歴
史
的
特
質
」
と
し
て
捉
え
て
お

　
　
　
⑪

ら
れ
る
が
、
そ
う
し
た
見
方
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
先
に
見
た
よ
う
な
出
雲
に
お
け
る
守
護
権
限
の
あ
り
方
は
、
正
し
く
そ
う
し
た
禺
細
砂
の

中
世
社
会
形
成
の
歴
史
的
特
質
が
こ
の
時
代
に
落
と
し
た
影
に
他
な
ら
な
い
。

　
杵
築
大
社
に
つ
い
て
は
、
表
1
に
は
含
め
な
か
っ
た
が
、
応
永
年
間
の
日
御
碕
社
検
校
職
を
め
ぐ
る
仁
王
に
㎡
関
し
て
、
表
1
の
⑥
の
文
書
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

同
日
付
、
同
内
容
の
京
極
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
が
千
家
・
北
島
の
両
国
造
に
充
て
て
議
せ
ら
れ
、
検
校
職
の
沙
汰
付
を
命
じ
て
い
る
。
こ
の
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

論
に
つ
い
て
は
、
・
国
造
自
身
関
与
し
て
愛
寿
丸
を
支
持
し
て
い
る
た
め
、
表
1
に
は
敢
え
て
こ
れ
を
加
え
な
か
っ
た
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
《
こ

こ
で
国
造
家
が
守
護
権
力
に
連
な
っ
て
そ
の
権
限
執
行
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
事
は
確
か
で
あ
ろ
ヶ
。

　
次
に
問
題
と
す
べ
き
は
、
こ
こ
で
出
雲
に
お
け
る
守
護
権
限
の
執
行
に
携
わ
っ
て
い
る
諸
氏
の
性
格
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
そ
の
系
譜
を
知
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

得
る
も
の
の
殆
ど
が
、
京
極
氏
入
部
以
前
か
ら
の
出
雲
国
の
伝
統
的
国
人
層
で
あ
り
、
京
極
持
清
の
時
期
に
は
新
し
い
支
配
機
溝
と
し
て
「
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

奉
行
」
が
史
料
上
に
表
わ
れ
る
が
、
そ
の
構
成
に
も
や
は
り
同
様
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
こ
で
奉
書
を
発
給
し
て
い
る
奉
行
人
に
つ
い
て
言
え
ば
、
奉
書
の
書
式
が
官
途
書
で
あ
る
た
め
、
署
判
者
を
確
定
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

事
は
困
難
で
あ
る
が
A
康
正
か
ら
寛
正
年
聞
の
奉
書
に
つ
い
て
は
同
時
期
に
近
江
国
に
つ
い
て
発
給
さ
れ
た
も
の
が
い
く
ら
か
残
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
と
対
照
す
れ
ぼ
、
こ
の
時
期
の
京
極
氏
奉
行
人
は
そ
の
対
象
乏
す
る
地
域
に
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
更
に
、
、
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⑰

出
雲
国
に
対
し
て
発
給
さ
れ
た
奉
書
の
署
判
者
の
一
人
は
、
花
押
か
ら
多
賀
豊
後
守
高
忠
と
確
認
で
き
る
が
、
彼
は
周
知
の
如
く
京
極
持
清
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

下
で
所
司
代
を
務
め
、
京
都
或
は
近
江
に
お
い
て
そ
の
腹
心
と
し
て
活
動
し
て
い
た
。
と
す
れ
ぼ
、
京
極
氏
の
奉
行
人
は
あ
く
ま
で
も
京
都
或

は
近
江
に
お
け
る
京
極
氏
膝
下
の
機
関
で
あ
っ
て
、
特
に
出
雲
国
支
配
の
た
め
に
編
成
さ
れ
る
よ
う
な
事
は
無
か
っ
た
と
言
え
る
。

　
以
上
を
総
合
す
る
な
ら
ば
、
出
雲
守
護
と
し
て
の
京
極
民
の
領
国
支
配
は
、
整
然
と
し
た
領
国
支
配
機
構
を
備
え
た
も
の
で
は
な
く
、
有
力

寺
社
・
国
人
等
の
国
内
の
伝
統
的
勢
力
の
自
立
性
を
前
提
と
し
、
彼
等
に
権
限
の
行
使
を
委
ね
て
行
な
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

一
つ
に
は
京
極
民
の
本
拠
地
で
あ
る
近
江
と
出
雲
の
地
理
的
な
隔
た
り
に
も
因
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
例
え
ば
大
内
氏
が
本
国
周
防
以
外
の
管

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

国
に
も
一
族
・
譜
代
を
守
護
代
に
配
置
し
て
い
た
よ
う
な
例
と
対
比
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
先
に
触
れ
た
出
雲
国
の
歴
史
的
特
質
が
色
濃
く
表
出

さ
れ
て
い
る
事
が
感
じ
ら
れ
る
。
杵
築
大
社
三
月
会
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
伝
統
的
勢
力
間
の
秩
序
が
こ
こ
に
は
根
強
く
息
づ
い
て
お
り
、
京

極
氏
の
領
国
支
配
は
そ
れ
に
強
く
規
制
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
①
『
明
徳
記
』
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
井
上
寛
司
「
出
雲
大
社
と
鰐
淵
寺
」
（
『
山
陰
一
地
域
の
歴
史
的
性
格
』
所
収
、

②
　
書
状
に
つ
い
て
は
、
京
極
氏
の
書
式
が
時
期
に
よ
り
必
ず
し
も
定
ま
っ
て
い
な

　
い
事
も
あ
っ
て
、
宛
行
状
等
公
的
文
書
と
見
る
べ
き
内
容
の
も
の
も
含
ま
れ
る
が
、

　
主
と
し
て
支
配
機
構
に
つ
い
て
考
察
す
る
本
章
で
は
そ
れ
程
問
題
に
は
な
ら
ぬ
と

　
考
え
、
一
応
省
略
し
た
。

③
例
え
ば
米
原
正
義
氏
前
掲
「
出
雲
尼
子
氏
の
文
芸
」
。

④
応
仁
二
年
（
一
四
六
八
）
＝
月
一
五
鍵
付
京
極
琉
奉
行
人
連
署
奉
書
（
『
佐
々

　
水
文
書
』
）
及
び
文
明
四
年
（
一
四
七
二
）
六
月
二
七
思
付
京
極
氏
奉
行
人
連
署
奉

　
書
（
『
小
野
家
文
書
』
）
。

⑤
　
小
泉
義
博
「
室
町
幕
府
奉
行
人
奉
書
の
充
所
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
六
六
号
、

　
一
九
七
六
年
）
。

⑥
こ
の
よ
う
な
通
説
に
対
し
、
米
原
正
義
氏
・
松
浦
義
則
氏
・
藤
岡
大
拙
氏
は
、

　
各
々
前
掲
論
文
で
疑
念
を
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
の
尼
子
氏
に
つ
い
て

　
の
明
確
な
位
置
づ
け
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
雄
山
閣
、
一
九
七
九
年
）
。

⑧
　
同
寺
文
書
の
永
覆
工
○
年
（
一
四
三
八
）
三
月
一
一
三
日
付
管
領
施
行
状
に
は
、

　
「
早
紅
潮
十
一
日
御
纏
足
旨
、
可
被
停
止
使
者
之
入
部
之
由
、
所
被
只
事
也
」
と

　
あ
る
。

⑨
井
上
寛
司
「
中
世
出
雲
国
一
宮
杵
築
大
社
と
荘
園
制
支
配
」
（
『
日
本
史
研
究
』

　
一
二
四
号
、
一
九
八
○
年
）
。

⑩
藤
岡
大
拙
「
日
御
騰
社
を
め
ぐ
る
二
三
の
問
題
」
（
『
島
根
史
学
』
一
六
号
、
一

　
九
七
一
年
）
。

⑪
　
同
氏
注
⑨
前
掲
論
文
。

＠
　
　
『
小
野
文
書
』
。

⑬
　
　
『
千
家
文
霞
』
応
永
三
一
年
（
｝
四
二
四
）
某
月
某
日
杵
築
大
社
両
国
造
雑
掌

　
言
上
法
案
。

⑭
　
大
熊
・
古
志
氏
は
南
北
朝
期
の
出
雲
守
護
塩
冶
氏
の
分
流
（
『
佐
々
木
系
図
』
）
。
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戦国期の守護権力（今岡）

　
松
随
・
大
西
・
牛
尾
（
本
姓
中
沢
Y
三
沢
（
本
姓
飯
島
）
の
諸
氏
は
全
て
文
永
八

　
年
（
一
二
七
一
）
の
杵
築
大
社
三
月
会
頭
蘭
語
番
注
文
（
『
千
家
文
書
』
）
に
出
雲

　
国
内
の
地
頭
と
し
て
そ
の
名
が
見
え
る
。
ま
た
神
西
琉
は
室
町
初
期
か
ら
神
門
郡

　
園
山
庄
を
領
し
て
い
た
事
が
知
ら
れ
る
　
（
『
春
日
文
書
』
）
。
若
宮
氏
の
み
は
例
外

　
で
、
お
そ
ら
く
京
極
角
の
下
で
所
司
代
を
務
め
た
近
江
の
若
宮
氏
の
一
族
と
思
わ

　
れ
る
（
今
谷
明
「
増
訂
室
町
幕
府
侍
所
頭
人
並
山
誠
守
護
付
所
司
代
・
守
護
代
・

　
郡
代
補
任
沿
革
考
証
稿
」
、
『
京
都
市
史
編
さ
ん
通
信
』
七
〇
・
七
二
・
七
四
号
、

　
一
九
七
五
年
）
。

⑮
　
年
⊥
木
精
二
月
一
一
七
日
付
の
京
極
持
清
書
状
（
『
北
島
文
書
』
）
に
は
琶
沢
信
濃
守

　
・
八
田
五
郎
左
衛
門
尉
・
広
田
肥
前
守
が
郡
奉
行
と
し
て
見
え
る
。
三
沢
疑
は
注

　
⑭
参
照
。
広
田
氏
も
本
姓
湯
氏
で
注
⑭
の
結
番
注
文
に
見
え
る
。
八
田
氏
は
在
国

　
司
朝
山
氏
の
分
流
で
、
　
『
政
所
賦
銘
引
付
騒
文
明
七
年
（
一
四
七
五
）
一
二
月
一

　
四
賃
条
に
「
朝
山
八
田
肥
前
守
」
が
見
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
’

⑯
　
寛
正
三
年
（
一
四
六
二
）
五
月
二
五
日
付
京
極
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
ほ
か
数
通

　
（
『
大
徳
寺
文
書
』
）
。

⑰
　
寛
正
五
年
（
一
四
六
四
）
七
月
某
日
付
下
極
帯
奉
行
人
連
署
奉
書
（
『
朝
山
文

　
書
』
）
。

⑱
二
木
謙
一
「
室
町
幕
府
侍
所
所
司
代
多
賀
高
忠
」
（
『
国
学
院
大
学
紀
要
』
｝
二

　
号
、
一
九
七
四
年
）
。

⑲
松
岡
久
人
「
大
内
氏
の
発
展
と
そ
の
領
国
支
配
」
（
『
大
名
領
国
と
城
下
町
』
所

　
収
、
柳
原
書
店
、
一
九
五
七
年
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
出
雲
守
護
京
極
氏
の
領
国
支
配
（
そ
の
②
）

　
こ
こ
で
は
前
章
に
引
き
続
き
、
守
護
京
極
氏
の
領
国
支
配
を
別
な
角
度
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
　
『
明
徳
記
』
は
京
極
高
詮
が
明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）
正
月
に
出
雲
・
隠
岐
両
国
の
守
護
に
補
任
さ
れ
た
と
記
し
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

り
、
ま
た
同
年
七
月
に
は
、
出
雲
に
於
る
高
詮
の
守
護
在
職
徴
証
の
初
兇
を
見
る
が
、
応
永
二
年
（
一
三
九
五
）
に
な
っ
て
、
京
極
高
峯
に
対
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

改
め
て
足
利
義
満
か
ら
次
の
よ
う
な
補
任
状
が
下
さ
れ
て
い
る
。

　
　
鹿
苑
院
殿
様

　
　
　
　
　
　
御
判

　
　
出
雲
隠
岐
両
國
守
護
職
立
憲
三
分
事
、
為
山
名
播
磨
戯
話
罰
之
賞
、
所
補
任
佐
々
木
治
都
少
輔
高
詮
也
、
早
令
領
知
、
准
本
領
子
孫
可
相
伝
之
状
如
件
、

　
　
　
応
永
二
年
三
月
廿
日

　
こ
の
補
任
状
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
注
目
に
値
す
る
点
が
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
京
極
高
覧
は
明
徳
三
年
目
一
三
九
二
）
以
来
明
ら
か
に
出
雲
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③

守
護
と
し
て
の
権
限
を
行
使
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
三
年
後
に
改
め
て
こ
の
補
任
状
が
発
給
さ
れ
た
と
い
う
事
実
が
問
題
と
な
る
。

　
そ
こ
で
こ
の
補
任
状
の
文
言
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
単
に
京
極
高
峻
を
守
護
に
補
任
す
る
と
い
う
事
実
の
み
で
な
く
、
そ
の
根
拠
が

山
名
満
幸
を
謙
罰
し
た
功
績
で
あ
る
事
、
そ
し
て
更
に
両
国
の
早
々
分
も
合
わ
せ
て
「
准
本
領
子
孫
壷
網
伝
」
と
い
う
そ
の
性
格
に
も
及
ん
で

い
る
。

　
幕
府
の
側
が
こ
の
「
准
本
領
」
に
ど
の
よ
う
な
具
体
的
内
容
を
意
図
し
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
京
極
氏
の
側
に
は
、
こ
の

文
言
は
強
く
意
識
さ
れ
、
そ
の
領
国
支
配
の
展
開
の
中
で
具
体
的
内
容
を
与
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
以
後
の
京
極
氏
代
々
の
譲
状
に
こ
の
両
国
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

守
護
職
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
、
一
例
で
あ
る
が
、
更
に
直
接
こ
の
文
言
が
引
用
さ
れ
た
次
の
よ
う
な
事
例
が
あ
る
。

　
応
永
＝
二
年
（
一
四
〇
六
）
七
月
、
幕
府
は
出
雲
・
周
防
両
国
の
段
銭
を
東
寺
修
理
要
脚
に
当
て
る
事
を
定
め
、
出
雲
守
護
京
極
高
光
及
び
周

防
守
護
大
内
盛
見
に
そ
の
微
収
を
命
じ
た
が
、
京
極
高
光
は
出
雲
に
お
い
て
は
杵
築
大
社
三
月
会
が
毎
年
の
大
儀
で
あ
る
た
め
役
夫
工
米
を
免

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

許
さ
れ
て
い
る
事
、
及
び
杵
築
大
社
の
造
営
が
現
在
行
な
わ
れ
て
い
る
事
を
理
由
と
し
て
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
幕
府
は
応
永
一
九
年
（
一
四
一
二
）
九
月
、
新
た
に
尾
張
他
五
ヶ
国
の
棟
別
を
菓
寺
修
理
要
脚
に
当
て
る
と
共
に
、
京
極
高
光

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
対
し
て
も
改
め
て
御
教
書
を
発
し
、
出
雲
国
の
段
銭
徴
収
を
命
じ
た
が
、
高
光
は
又
し
て
も
こ
の
命
に
応
じ
な
か
っ
た
。
彼
の
主
張
は
、
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
掲
げ
る
東
寺
雑
掌
申
状
案
に
よ
っ
て
知
る
事
が
で
き
る
。

東
寺
雑
掌
申

　
　
当
寺
修
理
要
脚
出
雲
国
段
銭
難
渋
間
事

右
以
去
月
十
一
陵
御
教
書
、
相
付
当
国
守
護
方
、
遵
行
事
致
催
促
立
処
、
返
答
云
、
於
当
国
者
、
被
准
本
領
、
諸
役
免
除
之
闘
、
如
此
等
臨
時
国
役
事
固
不

可
叶
、
研
詮
急
此
趣
従
寿
家
可
申
入
公
方
云
々
、
伽
不
能
承
引
、
被
返
進
彼
御
教
書
畢
、
早
笛
御
成
敗
、
為
致
催
促
、
言
上
毒
蛾
、

　
応
永
十
九
年
十
月

こ
の
問
題
が
最
終
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
結
着
し
た
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
応
永
三
〇
年
（
一
四
二
三
）
に
至
っ
て
も
依
然
と
し
て
段
銭
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戦鼠期の守護権力（今岡）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

徴
収
が
実
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
事
は
、
同
年
三
月
の
東
寺
雑
掌
申
状
案
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。

　
こ
れ
ら
一
連
の
事
件
を
通
じ
て
、
京
極
氏
は
、
杵
築
大
社
の
造
営
や
同
社
の
三
月
置
に
象
徴
さ
れ
る
、
伝
統
的
な
出
雲
国
内
の
支
配
勢
力
を

中
心
と
す
る
秩
序
の
維
持
を
、
そ
の
領
国
支
配
の
要
件
と
し
て
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
幕
府
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
准
本
領
」
な
る

権
限
も
、
こ
こ
で
は
京
極
氏
に
よ
っ
て
、
右
の
事
に
関
わ
る
「
諸
役
免
除
」
と
し
て
具
体
的
内
容
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
京
極
氏
の
領
国
出
雲
に
対
す
る
右
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
既
に
前
章
で
見
た
よ
う
な
京
極
既
の
領
国
支
配
の
形
態
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
の
帰
結

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
京
極
氏
が
そ
の
領
国
支
配
を
大
き
く
依
存
し
て
い
た
杵
築
大
社
を
始
め
と
す
る
国
内
の
伝
統
的
勢
力
の
要
請
で
も
あ
ろ

う
し
、
ま
た
京
極
氏
自
身
に
と
っ
て
も
不
可
欠
の
要
件
で
あ
っ
た
。

　
と
言
う
の
は
、
抑
も
出
雲
国
に
於
て
は
、
そ
の
造
営
が
一
国
の
平
均
役
で
行
な
わ
れ
る
寺
社
は
、
杵
築
大
社
を
始
め
と
し
て
神
魂
社
・
安
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

寺
な
ど
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
一
国
平
均
役
の
徴
収
は
、
既
に
南
北
朝
期
よ
り
守
護
京
極
氏
に
よ
る
公
田
数
の
掌
握
と
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

れ
に
よ
る
段
別
賦
課
を
以
て
行
な
わ
れ
て
い
た
。

　
聾

　
京
極
氏
が
出
雲
に
於
て
実
現
し
た
守
護
段
銭
も
、
右
の
よ
う
な
条
件
と
、
先
に
見
た
よ
う
な
京
極
氏
自
身
の
意
識
の
全
き
延
長
線
上
に
あ
る

も
の
と
し
て
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
京
極
氏
の
守
護
段
銭
に
つ
い
て
は
、
国
人
に
対
す
る
京
極
疵
の
段
銭
給
与
が
京
極
持
清
の
嘉
吉
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

（一

l
四
二
）
の
そ
れ
を
初
見
と
し
、
以
後
彼
に
よ
る
段
銭
免
除
・
段
銭
給
与
が
頻
出
す
る
事
か
ら
、
大
略
右
の
時
期
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ

　
⑫

る
が
、
そ
れ
は
文
明
年
間
に
な
っ
て
守
護
が
幕
府
に
勤
仕
す
べ
き
諸
役
ま
で
が
滞
る
と
い
う
事
態
を
招
く
に
至
り
、
文
明
一
四
年
（
一
四
八
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

＝
一
月
に
は
段
銭
免
除
を
悉
く
棄
起
せ
し
む
べ
き
旨
の
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
が
守
護
京
極
政
経
及
び
尼
子
経
久
に
充
て
て
蔵
せ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
幕
府
一
京
極
氏
－
国
内
諸
勢
力
の
一
貫
し
た
枠
組
の
延
長
線
上
に
あ
る
事
は
、
先
の
五
重
の
東
寺
修
理
要
脚
段

銭
を
め
ぐ
る
一
連
の
事
件
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
容
易
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

、
寺
社
・
国
人
に
対
す
る
段
銭
の
給
与
・
寄
進
は
、
結
果
と
し
て
そ
の
所
領
に
対
す
る
守
護
権
力
の
不
介
入
を
招
来
す
る
。
と
す
れ
ば
、
幕
府

よ
り
諸
役
免
除
・
守
護
不
入
の
特
権
を
与
え
ら
れ
て
い
る
有
力
寺
社
・
奉
公
衆
の
所
領
に
加
え
て
、
こ
の
京
極
持
清
の
時
期
に
、
守
護
権
力
の
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不
介
入
地
域
は
大
幅
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
更
に
ま
た
そ
れ
は
国
人
自
ら
の
所
領
に
と
ど
ま
ら
ず
、
例
え
ば
仁
多
郡
の
有
力
国
人
三

沢
氏
は
、
そ
の
権
限
の
具
体
的
な
由
来
は
明
確
で
は
な
い
が
、
同
郡
岩
屋
寺
領
に
対
し
て
文
安
元
年
（
一
四
四
四
）
の
造
内
裏
段
銭
を
独
自
に
免

　
　
　
　
　
⑮

除
し
て
い
る
。

　
京
極
氏
は
幕
府
か
ら
「
准
本
領
」
と
し
て
出
雲
・
隠
岐
両
国
を
与
え
ら
れ
、
そ
れ
は
京
極
氏
の
領
国
支
配
の
展
開
の
中
で
幕
府
に
対
す
る

「
諸
役
免
除
」
の
主
張
と
い
う
形
を
と
っ
て
表
わ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
実
質
は
、
杵
築
大
社
三
月
会
に
象
微
さ
れ
る
国
内
伝
統
的
勢

力
の
主
張
が
京
極
属
を
通
し
て
現
わ
れ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
彼
ら
の
自
立
性
は
公
権
力
に
よ
る
保
証
を
与
え
ら
れ
る
に
至
っ

た
も
の
で
あ
る
。
前
章
に
見
た
よ
う
な
京
極
氏
の
出
雲
領
国
支
配
の
あ
り
方
は
こ
こ
に
も
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
尼
子
氏
の
出
雲
入
部
の

意
味
も
、
こ
う
し
た
状
況
を
前
提
と
し
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

①
同
年
七
月
一
　
日
付
京
極
三
門
書
下
（
『
佐
方
文
書
』
）
。

②
　
　
『
佐
六
木
文
素
』
。

③
こ
の
間
に
於
る
彼
の
守
護
在
職
微
証
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
明
徳
三
年
八

　
月
一
七
日
付
韓
下
（
杵
築
大
社
三
月
会
の
遂
行
に
関
す
る
も
の
、
『
千
家
文
書
』
）
。

　
同
年
八
月
二
一
日
付
書
下
（
杵
築
大
社
領
の
安
堵
、
　
『
北
島
文
書
』
）
。
同
年
一
〇

　
月
二
八
日
付
欝
下
（
圖
、
『
千
家
文
書
』
）
。
同
年
専
一
〇
月
七
日
書
下
（
同
、
『
千

　
家
文
書
撫
）
。
同
年
閏
一
〇
月
一
六
日
付
書
下
（
鰐
淵
寺
領
の
安
堵
、
『
鰐
淵
寺
文

　
書
』
）
。
明
徳
四
年
三
月
二
〇
日
付
書
下
（
三
刀
屋
氏
に
対
す
る
宛
行
状
、
『
三
刀

　
歴
文
書
』
）
。
同
年
六
月
六
日
付
書
下
（
神
西
氏
に
対
す
る
宛
行
状
、
『
皆
目
文
書
』
）
。

＠＠＠＠＠
い
ず
れ
も
『
佐
々
木
文
書
』
。

『
東
寿
百
合
文
書
』
て
。

『
東
寺
百
合
文
書
』
ヌ
。

『
爽
寺
百
合
文
書
』
て
（
『
大
日
本
史
料
』
七
1
一
七
）
。

『
教
王
護
国
寺
文
書
』
一
〇
八
七
号
。

⑨
　
杵
築
大
社
に
つ
い
て
は
応
安
元
年
（
＝
二
六
八
）
九
月
九
日
付
室
町
幕
府
御
教

　
書
（
『
千
家
文
書
』
）
、
神
魂
社
に
つ
い
て
は
応
永
一
一
六
年
（
一
四
一
九
）
九
月
八
日

　
付
室
町
幕
府
御
教
書
（
『
千
家
文
番
』
）
、
安
国
寺
に
つ
い
て
は
長
禄
二
年
（
一
四
五

　
八
）
九
月
二
九
日
付
室
町
幕
府
御
教
書
（
『
安
園
寺
文
書
』
）
に
よ
り
、
い
ず
れ
も

　
そ
の
造
営
が
一
罪
平
均
役
を
以
て
行
な
わ
れ
た
菓
が
わ
か
る
。

⑳
　
注
⑨
の
慈
安
元
年
九
月
九
日
付
室
町
幕
府
御
教
書
に
、
　
「
早
支
配
当
国
本
田
数

　
内
五
千
余
毒
、
段
別
弐
拾
文
上
裂
之
、
急
速
可
被
遂
造
功
」
と
あ
る
。

⑪
『
佐
方
文
書
』
（
『
熊
本
県
史
料
』
所
収
）
。

⑫
　
岸
田
裕
之
「
守
護
支
配
の
展
開
と
知
行
湖
の
変
質
」
（
『
史
学
雑
誌
』
八
ニ
ー
一

　
一
号
、
一
九
七
三
年
）
。

⑬
　
『
佐
々
木
文
欝
』
。

⑭
　
岸
田
裕
之
氏
前
掲
論
文
。

⑮
『
岩
屋
寺
文
書
』
。

12 （466）



戦国期の守護権力（今岡）

三
　
尼
子
氏
の
出
雲
支
配
権
の
成
立
過
程

　
本
章
で
は
、
京
極
氏
か
ら
尼
子
氏
へ
の
出
雲
支
配
権
の
移
行
に
つ
い
て
検
討
す
る
が
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
、
ま
ず
京
極
氏
の
守
護
領
国
下
に

於
る
尼
子
氏
の
位
置
づ
け
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
出
雲
に
於
て
、
確
実
な
史
料
に
尼
子
氏
の
名
を
見
出
し
得
る
上
限
は
、
従
来
の
研
究
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
永
享
一
一
年
（
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

三
九
）
一
一
月
の
日
御
碕
一
神
子
重
言
上
状
で
あ
る
。
関
係
部
分
を
次
に
掲
げ
る
。

　
　
　
（
前
略
）

　
正
長
元
年
十
月
十
七
日
井
当
年
正
月
六
臼
、
国
造
卒
大
勢
御
崎
仁
令
発
向
、
種
≧
狼
籍
以
外
之
間
、
尼
子
四
郎
左
衛
門
尉
殿
錐
有
御
成
敗
、
更
無
承
引
、
結

　
句
重
而
令
乱
入
、
舟
別
棟
別
等
押
取
之
条
、
言
語
道
断
悪
行
也
、

　
　
　
（
後
略
）

　
右
の
文
面
か
ら
、
尼
子
氏
（
こ
こ
で
の
四
郎
左
衛
門
尉
は
一
般
に
清
定
か
そ
の
父
持
久
に
比
定
さ
れ
て
い
る
）
が
こ
の
頃
か
ら
守
護
権
限
に

か
か
わ
る
活
動
を
し
て
い
た
事
は
窺
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
以
て
通
説
の
如
く
尼
子
氏
を
一
貫
し
た
守
護
代
と
見
な
す
事
は
、
先
に

行
な
っ
た
守
護
発
給
文
書
の
検
討
の
結
果
か
ら
も
認
め
難
い
し
、
ま
た
応
仁
・
文
明
の
乱
に
活
躍
す
る
尼
子
清
定
が
応
仁
二
年
（
一
四
六
八
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

な
っ
て
能
義
郡
奉
行
職
に
補
任
さ
れ
て
い
る
事
実
も
説
明
を
付
け
難
く
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
敢
え
て
推
論
す
る
な
ら
ば
、
尼
子
氏
は
奉
公
衆
と
な
ら
な
か
っ
た
京
極
氏
一
族
と
し
て
、
京
極
氏
の
出
雲
領
国
支
配
機
構
を
押
え
て
い
た
鵬

雲
国
内
の
伝
統
的
勢
力
に
対
抗
す
べ
く
、
正
長
か
ら
永
享
の
頃
に
出
雲
に
入
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
に
見
た
よ
う
に
康
正

年
間
に
は
尼
子
玩
は
未
だ
他
の
国
人
と
並
列
的
な
立
場
に
置
か
れ
て
お
り
、
尼
子
氏
が
守
護
権
力
の
体
系
内
で
抜
き
ん
出
た
地
位
を
占
め
る
の

は
応
仁
・
文
明
の
乱
以
降
の
事
で
あ
る
。
当
時
の
守
護
京
極
持
清
は
乱
中
京
都
或
は
近
江
に
あ
っ
て
、
遠
く
隔
た
っ
た
出
雲
に
お
け
る
隣
国
守

護
山
名
氏
と
の
抗
争
と
、
そ
の
中
で
の
国
人
の
定
か
な
ら
ぬ
去
就
に
悩
ま
さ
れ
、
一
族
の
尼
子
清
定
を
強
く
頼
み
と
し
、
清
定
も
よ
く
そ
れ
に
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④

応
え
た
。
そ
の
結
果
、
軍
忠
状
の
上
申
や
感
状
の
下
給
に
尼
子
氏
の
関
わ
る
例
が
多
数
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
清
定
は
戦
功
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

京
趣
持
清
か
ら
出
雲
東
部
に
多
く
の
所
領
を
宛
行
わ
れ
た
。

　
こ
う
し
た
実
績
に
支
え
ら
れ
て
、
尼
子
氏
の
守
護
権
力
の
体
系
に
お
け
る
地
位
に
も
大
き
な
変
化
が
生
ず
る
に
至
る
。
単
独
で
尼
子
民
を
充

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

所
と
し
た
、
つ
ま
り
尼
子
氏
の
み
を
執
行
者
と
す
る
守
護
発
給
文
書
が
登
場
す
る
の
も
こ
の
時
期
の
事
で
あ
る
。

　
更
に
、
文
明
二
年
（
一
四
七
〇
）
八
月
に
京
極
持
清
が
没
す
る
と
、
嫡
孫
の
孫
童
子
が
出
雲
守
護
と
な
っ
た
が
、
幼
少
の
た
め
、
幕
府
と
し
て

も
出
雲
に
お
け
る
守
護
権
限
の
行
使
を
京
極
氏
に
任
せ
て
お
く
訳
に
は
行
か
な
く
な
っ
た
。
文
明
三
年
（
一
四
七
一
）
七
月
、
幕
府
は
長
期
に
亘

っ
て
煉
り
続
け
て
来
た
杵
築
大
社
と
日
御
雷
鳥
と
の
境
相
論
を
裁
決
し
、
守
護
京
極
孫
童
子
及
び
尼
子
清
定
に
対
し
、
全
く
同
日
付
・
同
一
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

言
の
奉
行
人
連
署
奉
書
を
発
し
て
そ
の
判
決
の
執
行
を
命
じ
て
い
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
清
定
は
、
出
雲
に
お
け
る
守
護
権
限
の
実
質
上
の
執

行
者
と
し
て
、
幕
府
か
ら
認
定
さ
れ
た
と
言
え
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
点
で
の
尼
子
氏
は
、
実
力
を
以
て
そ
の
権
限
を
完
全
に
裏
付
け
る
事
は
で
き
な
か
っ
た
。
日
御
亭
往
へ
の
社
領
返

付
は
円
滑
に
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
と
見
え
、
翌
文
明
四
年
（
一
四
七
二
）
三
月
、
幕
府
は
再
び
そ
の
返
付
を
命
ず
る
に
至
っ
た
が
、
こ
の
時
は
尼

子
清
定
の
み
な
ら
ず
、
牛
尾
・
松
照
等
を
始
め
と
す
る
国
内
の
伝
統
的
有
力
国
人
層
に
対
し
て
、
返
付
に
合
力
す
べ
き
事
を
命
じ
た
奉
行
人
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

署
奉
書
が
直
接
表
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
、
守
護
京
極
氏
の
名
は
見
え
な
い
が
、
そ
れ
は
こ
の
直
前
に
守
護
が
京
極
孫
童
子
か
ら
京
極
政
経

　
　
　
　
　
　
⑨

に
交
替
し
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
う
混
乱
の
た
め
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
は
、
言
わ
ば
先
に
見
た
出
雲
に
早
る
守
護
権
力
の
執
行
体
制
が
、
幕
府
に
直
接
把
握
さ
れ
た
と
も
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
守
護
が
不
安

定
な
状
態
に
あ
る
時
、
幕
府
が
直
接
出
雲
国
内
に
そ
の
権
力
を
発
動
さ
せ
る
に
は
、
こ
の
段
階
で
は
国
内
の
伝
統
的
国
人
層
を
個
別
に
把
握
せ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
後
、
出
雲
守
護
職
は
政
高
（
後
政
経
）
の
保
持
す
る
所
と
な
っ
て
一
応
の
安
定
を
見
せ
、
尼
子
氏
の
当
主
は
清
定
か
ら
そ
の
子
経
久
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

か
わ
る
が
、
前
章
で
触
れ
た
文
明
一
四
年
（
一
四
八
二
）
の
段
銭
免
除
の
棄
破
を
命
ず
る
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
は
、
京
極
政
経
に
充
て
ら
れ
た
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も
の
と
同
日
付
で
殆
ど
同
一
文
言
の
も
の
が
尼
子
経
久
に
も
充
て
ら
れ
て
お
り
、
守
護
京
極
氏
の
下
で
は
尼
子
氏
の
守
護
権
限
代
行
者
と
し
て

の
地
位
は
保
持
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
二
年
後
の
文
明
＝
ハ
年
（
一
四
八
四
）
三
月
に
は
、
尼
子
経
久
は
寺
社
本
所
領
押
領
・
御
所
修
理
料
段
銭
難
渋
等
の
科
で
幕
府
か

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ら
追
討
さ
れ
る
に
至
る
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
史
料
が
乏
し
く
、
具
体
的
な
状
況
は
不
明
で
あ
る
が
、
　
『
陰
徳
太
平
記
』
等
の
軍
記
物
は
浪

々
の
身
と
な
っ
た
経
久
が
二
年
後
に
は
奇
計
を
以
て
富
田
城
を
攻
略
し
、
以
後
出
雲
国
内
の
征
服
に
乗
り
出
し
て
い
っ
た
と
伝
え
て
お
り
、
こ

れ
が
尼
子
疵
の
幕
府
－
守
護
体
制
に
対
す
る
反
逆
性
を
主
張
す
る
通
説
の
最
大
の
根
拠
と
な
っ
て
来
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
事
件
に
つ
い

て
は
、
尼
子
経
久
討
伐
の
主
体
が
軍
記
物
に
見
え
る
所
の
守
護
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
幕
府
で
あ
る
事
、
そ
し
て
経
久
追
討
の
中
心
的
な
理

由
と
な
っ
て
い
る
段
銭
の
難
渋
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
よ
う
な
京
極
氏
の
領
国
支
配
の
性
格
か
ら
す
れ
ば
む
し
ろ
当
然
の
帰
結
で
あ
る
事
を

改
め
て
想
起
す
れ
ば
、
こ
れ
を
以
て
尼
子
氏
の
幕
府
一
守
護
体
制
に
対
す
る
反
逆
性
を
強
調
す
る
事
は
必
ず
し
も
適
当
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
こ
れ
以
後
し
ば
ら
く
は
尼
子
氏
に
関
す
る
史
料
は
存
在
せ
ず
、
尼
子
経
久
の
一
時
的
な
没
落
は
う
か
が
え
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
関

接
的
に
検
討
す
る
た
め
、
こ
の
時
期
の
出
雲
に
お
け
る
幕
府
－
守
護
体
制
の
機
能
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
を
見
る
事
に
す
る
。
明
応
五
年

（一

l
九
六
）
四
月
、
幕
府
賦
御
料
所
朝
山
郷
を
め
ぐ
る
相
論
に
つ
い
て
、
論
所
を
御
料
所
に
付
け
、
新
代
官
飯
尾
清
房
に
合
力
す
べ
き
事
を
奉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

行
人
連
署
奉
書
を
以
て
国
内
の
幕
府
外
様
衆
宍
道
兵
部
少
輔
及
び
国
人
の
神
西
越
前
守
・
三
沢
遠
江
守
に
命
じ
て
い
る
。
こ
の
頃
、
守
護
京
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

政
経
億
近
江
で
一
族
の
京
極
高
清
と
の
争
い
に
忙
殺
さ
れ
、
し
か
も
こ
の
間
に
将
軍
足
利
義
材
の
怒
り
に
触
れ
て
惣
領
職
を
剥
奪
さ
れ
て
お
り
、

事
実
上
出
雲
守
護
は
不
在
の
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
先
の
一
件
に
尼
子
経
久
の
関
与
し
た
形
跡
は
見
え
ず
、
経
久
も
こ
の
時
期
出
雲
に
お

け
る
守
護
権
限
代
行
者
と
し
て
の
地
位
を
失
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
京
極
氏
一
族
の
幕
府
外
様
衆
で
あ
る
宍
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

氏
を
中
心
と
す
る
三
三
に
よ
っ
て
守
護
権
限
の
執
行
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
そ
れ
か
ら
数
年
後
に
は
、
京
極
政
経
と
尼
子
経
久
が
相
次
い
で
幕
府
と
の
関
係
に
お
け
る
復
権
の
微
塵
を
見
せ
て
い
る
。
京
極
政
経

15 （469）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

は
明
応
八
年
（
一
四
九
九
）
九
月
に
神
西
越
前
守
を
神
門
郡
奉
行
に
補
任
し
て
お
り
、
翌
九
年
四
月
に
は
先
に
宍
道
茂
ら
の
か
か
わ
っ
た
朝
山
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
年
貢
に
つ
い
て
幕
府
奉
行
人
奉
書
を
う
け
て
い
る
。
宍
道
氏
ら
に
よ
る
守
護
権
限
の
執
行
体
制
は
そ
の
機
能
を
失
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
ま
た
尼
子
経
久
は
、
同
年
九
月
に
三
刀
屋
忠
扶
の
態
谷
上
下
郷
買
得
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
保
証
す
べ
き
旨
の
幕
府
奉
行
人
奉
書
を
う
け
て

い
る
⑰
・

　
尼
子
玩
の
復
権
が
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
た
か
は
直
接
こ
れ
を
物
語
る
史
料
が
存
在
し
な
い
が
、
そ
の
徴
証
が
京
極
氏
の
出
雲
守
護
と
し
て

の
復
権
と
時
を
隔
て
ず
し
て
現
わ
れ
る
事
か
ら
、
京
極
・
尼
子
疵
の
幕
府
と
の
関
係
に
お
け
る
｝
体
化
を
想
定
す
る
事
は
あ
な
が
ち
不
自
然
と

は
言
え
ま
い
。
こ
れ
以
後
、
両
者
の
関
係
は
直
接
史
料
上
に
は
現
わ
れ
ず
、
間
も
な
く
京
極
政
経
の
死
が
訪
れ
る
。

　
①
『
日
御
碕
神
社
文
書
』
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
同
右
。

　
②
　
　
『
佐
々
木
文
書
』
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
文
明
三
年
（
一
四
七
…
）
閏
八
月
二
一
日
付
足
利
義
政
御
判
御
教
書
案
（
『
佐
々

　
③
京
極
氏
の
一
族
に
は
奉
公
衆
と
な
っ
た
者
が
多
く
、
そ
れ
は
ま
た
幕
府
の
守
護
　
　

木
文
書
』
）
。

　
抑
圧
政
策
の
一
環
を
成
し
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
藁
葺
豊
彦
・
佐
藤
堅
一
「
室

　
町
幕
府
将
軍
権
力
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
日
本
歴
史
』
二
二
八
・
笹
目
九
号
、
一

　
九
六
七
年
）
参
照
。

④
『
佐
々
木
文
書
』
。

⑤
　
同
右
。

⑥
　
文
正
二
年
（
一
四
六
七
）
二
月
一
＝
日
付
京
極
三
韓
遵
行
状
（
『
御
府
記
録
』
）
、

　
文
明
四
年
（
「
四
七
二
）
六
月
こ
七
日
付
京
極
氏
奉
行
人
連
署
叢
論
（
『
小
野
文

　
書
』
）
。

⑦
『
臼
御
碕
神
社
文
書
』
。

⑩
『
佐
々
木
文
書
』
。

⑪
　
同
年
三
月
一
七
日
付
塞
平
幕
弓
奉
行
人
連
署
奉
書
（
『
吉
川
家
文
書
』
）
。

⑫
『
朝
山
文
書
』
。

⑭
　
『
大
乗
院
寺
社
雑
旧
記
』
明
応
元
年
（
一
四
九
二
）
一
二
月
｝
六
日
条
。

⑭
宍
道
氏
は
京
極
氏
の
一
族
で
あ
り
臼
佐
々
木
系
図
』
）
、
諸
種
の
翠
帳
に
外
様
衆

　
と
し
て
そ
の
名
が
見
え
る
。

⑮
　
　
鴨
春
日
文
書
』
。

⑯
『
朝
山
文
書
』
。

⑰
『
三
刀
屋
文
磐
』
（
『
諸
家
古
文
霜
纂
』
所
収
）
。
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四
　
尼
子
氏
権
力
の
基
本
的
性
格

永
正
五
年
（
一
五
〇
八
）
一
二
月
四
日
、
京
極
政
経
は
出
雲
に
お
い
て
そ
の
生
涯
を
閉
じ
る
事
と
な
る
が
、
こ
れ
に
先
立
ち
、
彼
は
孫
の
吉
童



戦国期の守護権力（今岡）

子
に
充
て
て
出
雲
・
隠
岐
・
飛
騨
三
ヶ
国
の
守
護
職
及
び
惣
領
職
・
諸
国
所
領
の
譲
状
を
認
め
、
ま
た
尼
子
民
部
少
輔
・
多
賀
伊
豆
守
の
両
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
充
て
て
書
状
を
以
て
右
の
譲
状
と
代
々
の
証
文
を
託
し
た
。

　
こ
の
時
以
来
尼
子
氏
が
右
の
文
書
群
を
所
持
し
続
け
て
い
た
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
と
も
あ
れ
京
極
氏
代
々
の
文
書
は
尼
子
氏
の

子
孫
で
あ
る
毛
利
家
中
の
佐
々
木
氏
に
伝
え
ら
れ
、
こ
の
所
謂
『
佐
々
木
文
書
』
は
今
日
京
極
・
尼
子
琉
の
研
究
の
基
本
史
料
と
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
文
書
伝
来
の
事
実
そ
の
も
の
に
改
め
て
考
え
を
及
ぼ
す
な
ら
ば
、
直
接
尼
子
氏
の
由
緒
を
示
す
文
書
群
と
共
に
、
京
極
氏
代

々
の
幕
府
か
ら
の
宛
行
状
や
補
任
状
、
当
主
の
譲
状
な
ど
が
大
切
に
伝
え
ら
れ
て
来
た
事
実
は
、
尼
子
氏
の
意
識
を
窺
う
上
に
お
い
て
、
き
わ

め
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
先
に
触
れ
た
京
極
政
経
の
譲
状
を
含
め
、
政
経
の
死
に
至
る
ま
で
の
京
極
氏
代
々
の
文
書
が
伝
来
し
て
い
る
事

は
、
政
経
の
死
後
、
尼
子
氏
が
京
極
民
の
家
督
と
守
護
権
を
引
継
い
だ
と
言
う
意
識
の
表
わ
れ
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
の
事
は
、
実
は
多
く
の
史
料
に
窺
え
る
の
で
あ
る
が
、
手
始
め
に
先
に
も
触
れ
た
尼
子
氏
に
対
す
る
守
護
職
補
任
状
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

こ
れ
は
、
天
文
一
二
年
（
一
五
五
二
）
尼
子
晴
久
に
対
し
て
発
給
さ
れ
た
出
雲
・
隠
岐
・
因
幡
・
伯
薔
・
備
前
・
美
作
・
備
後
・
備
中
の
八
ヶ
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
将
軍
足
利
義
藤
の
御
判
御
教
書
と
、
こ
れ
に
副
え
て
発
給
さ
れ
た
一
連
の
奉
行
人
連
署
奉
書
か
ら
成
っ
て
い
る
。
ま

ず
、
御
判
御
教
書
を
左
に
掲
げ
る
。

　
　
　
（
花
押
）

　
因
幡
・
伯
誉
・
備
前
・
美
作
・
備
後
・
備
中
六
箇
国
守
護
職
事
、
所
補
任
尼
子
艮
部
少
輔
晴
久
拙
者
、
早
出
先
例
、
可
致
沙
汰
回
状
如
件

　
　
天
文
廿
一
年
四
月
二
艮

　
こ
の
御
判
御
教
書
に
記
載
さ
れ
た
六
ヶ
国
の
一
国
ず
つ
に
つ
い
て
、
各
々
左
の
よ
う
な
奉
行
人
連
署
奉
書
が
託
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
因
幡
圏
守
護
職
事
、
任
去
四
月
二
艮
御
判
之
旨
、
宜
被
存
知
之
由
、
所
上
価
下
墨
、
伽
執
達
如
件

　
　
天
文
廿
一
年
六
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
衛
門
尉
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
和
守
（
花
押
）
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尼
子
民
部
少
輔
殿

　
と
こ
ろ
が
、
出
雲
・
隠
岐
の
両
国
だ
け
は
、
こ
れ
ら
と
は
別
の
扱
い
を
受
け
て
お
り
、
両
国
に
つ
い
て
は
右
の
六
ヶ
国
と
は
別
に
御
判
御
教

書
（
現
在
伝
わ
っ
て
い
な
い
）
の
発
給
さ
れ
た
箏
は
、
左
に
掲
げ
る
奉
行
人
連
署
奉
書
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。

　
出
雲
・
隠
岐
両
国
守
護
職
事
、
任
惣
領
割
分
妙
齢
㍉
去
四
月
二
日
被
愚
臣
羅
刹
、
宜
被
存
知
之
由
、
所
被
条
下
也
、
勿
執
達
如
件

　
　
天
文
廿
一
年
六
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
衛
門
尉
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
和
守
（
花
押
）

　
　
　
尼
子
民
部
少
輔
殿

　
そ
し
て
》
出
雲
・
隠
岐
の
両
国
の
み
が
別
に
扱
わ
れ
て
い
る
理
由
は
、
右
の
奉
行
人
奉
書
に
示
さ
れ
た
両
国
守
護
職
の
由
緒
が
物
語
っ
て
い

る
。
京
極
氏
に
於
て
は
、
こ
の
両
国
の
守
護
職
は
、
既
に
見
た
よ
う
に
「
准
本
領
子
孫
可
相
伝
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
実
際
京
極
高
詮

以
後
代
々
譲
状
を
以
て
相
伝
さ
れ
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、
尼
子
氏
に
於
て
も
、
両
国
守
護
職
は
京
極
政
経
か
ら
尼
子
経
久
へ
、
そ
し
て
経
久
か

ら
晴
久
へ
受
け
継
が
れ
た
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
幕
府
も
そ
れ
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
な
意
識
は
、
尼
子
氏
に
関
す
る
他
の
史
料
に
も
広
く
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
こ
れ
よ
り
三
年
後
の
天
文
二
四
年
（
一
五
五
五
）
二
月
、

晴
久
は
杵
築
大
社
を
始
め
と
す
る
国
内
の
有
力
神
社
に
同
一
文
言
の
寄
進
状
を
寄
せ
て
い
る
が
、
そ
の
文
面
に
は
「
右
意
趣
者
、
当
国
之
儀
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

任
嫡
家
相
続
之
由
緒
、
代
々
存
知
之
、
以
其
旨
、
対
晴
久
下
給
京
都
御
下
知
畢
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
ま
た
、
安
堵
状
等
に
つ
い
て
、
左
の
よ
う
に
京
極
氏
の
先
方
を
由
緒
と
す
る
も
の
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
極
持
溝
）

　
就
嶺
寺
≧
領
之
儀
、
宝
生
寺
殿
井
伊
予
守
経
久
一
行
趣
旨
一
ヒ
令
披
晃
之
、
髄
得
其
意
畢
、
然
闘
従
竹
矢
之
郷
相
立
候
寺
領
全
町
大
之
儀
者
、
於
向
後
、
諸

　
城
普
請
其
外
諸
役
不
可
有
之
状
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
尼
子
晴
久
）

　
　
永
禄
元
年
九
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
修
理
大
夫
（
花
押
）

　
　
　
安
国
寺
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戦囲期の守護権力（今岡）

　
以
上
の
よ
う
に
、
尼
子
民
の
領
国
支
配
は
、
京
極
氏
か
ら
受
け
つ
い
だ
守
護
職
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
事
が
尼
子
氏
自
身
に
は
強
く

意
識
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
単
に
系
譜
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
幕
府
と
の
関
係
の
中
で
具
体
的
に
機
能
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
そ
の
事
を
明
ら
か
に
す
る
事
例
を
、
以
下
経
久
・
晴
久
の
二
代
に
わ
た
っ
て
追
っ
て
ゆ
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
京
極
政
経
の
死
の
直
前
に
あ
た
る
永
正
五
年
（
一
五
〇
八
）
九
月
、
尼
子
経
久
は
立
願
に
よ
っ
て
杵
築
大
社
の
造
営
を
同
社
に
申
し
出
た
。
こ

の
時
点
で
、
尼
子
経
久
の
出
雲
守
護
権
代
行
者
と
し
て
の
地
位
は
、
も
は
や
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
造
営
は
、

翌
年
六
月
に
着
工
し
、
一
〇
年
の
歳
月
を
費
し
て
、
永
正
一
六
年
（
一
五
一
九
）
四
月
に
遷
宮
が
行
な
わ
れ
た
。
ま
た
、
永
正
六
年
（
一
五
〇
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

一
〇
月
に
は
、
杵
築
大
社
と
一
対
と
な
っ
て
中
世
出
雲
国
一
宮
を
形
成
し
て
い
た
鰐
淵
寺
に
対
し
、
三
ヶ
条
の
掟
を
下
し
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
京
極
政
経
の
死
後
、
守
護
職
を
譲
ら
れ
た
そ
の
孫
吉
童
子
の
消
息
や
、
尼
子
経
久
と
の
関
係
を
物
語
る
史
料
は
存
在
し
な
い
た
め
、
こ

の
時
期
の
尼
子
経
久
の
地
位
を
潮
度
的
に
確
定
す
る
事
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
尼
子
経
久
と
幕
府
と
の
関
係
は
、
大
永
四
年
（
一
五
二
四
）
に
な
っ
て
史
料
上
に
表
わ
れ
る
。
同
年
四
月
の
日
御
願
社
造
営
に
あ
た
っ
て
、
経

久
は
将
軍
義
晴
の
御
判
を
奉
じ
、
出
雲
・
隠
岐
の
両
国
及
び
伯
経
国
の
う
ち
墨
入
郡
・
日
野
郡
・
相
見
郡
、
石
見
国
の
う
ち
適
摩
郡
・
安
濃
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

・
邑
知
郡
に
対
し
て
棟
別
を
申
し
付
け
て
い
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
で
は
経
久
は
幕
府
か
ら
出
雲
・
隠
岐
両
国
及
び
伯
潜
・
石
見
分
郡
の

守
護
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
た
と
見
る
事
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
頃
、
幕
府
内
談
衆
大
館
常
興
は
経
久
を
「
雲
州
守
護
」
と
呼
ん
で
い

⑧る
。
以
下
、
管
見
の
限
り
で
尼
子
氏
が
幕
府
の
命
を
う
け
て
守
護
と
し
て
の
職
務
を
果
た
し
て
い
る
事
例
を
挙
げ
て
ゆ
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
経
久
在
世
中
の
事
例
と
し
て
は
、
先
ず
左
に
掲
げ
る
御
内
書
案
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
三
上
兵
庫
頭
経
実
知
行
分
因
幡
国
岩
井
庄
事
、
蜻
蛉
渡
付
之
段
、
対
守
護
急
度
加
冠
見
者
、
尤
可
為
神
妙
、
猶
委
曲
常
興
可
悪
血
也

　
　
七
月
十
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
御
判

　
　
　
佐
々
木
尼
子
伊
与
守
と
の
へ

　
　
　
佐
々
木
尼
子
民
部
少
輔
と
の
へ
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両
通
御
文
言
同
前
也
、
御
料
紙
鳥
子
半
切
也

　
こ
の
御
内
書
が
発
給
さ
れ
た
の
は
天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
の
七
月
で
あ
り
、
　
『
大
館
常
興
日
記
』
に
関
連
記
事
を
載
せ
る
。
尼
子
経
久
と
詮

久
父
子
の
双
方
に
充
て
て
発
給
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
頃
経
久
は
隠
居
し
て
詮
久
（
後
晴
久
）
が
領
国
の
政
務
を
行
な
っ
て
お
り
、
そ
の
事
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

京
都
に
も
伝
わ
っ
て
い
た
。
右
の
御
内
書
の
内
容
は
、
奉
公
衆
三
上
里
実
の
所
領
因
幡
国
岩
井
庄
に
つ
い
て
、
因
幡
守
護
山
名
氏
に
よ
る
守
護

権
限
の
行
使
が
期
待
で
き
な
い
状
態
か
ら
、
尼
子
氏
に
対
し
て
そ
の
保
証
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
当
該
国
の
守
護
が
そ
の
権
限
を
行
使
し
得

な
い
場
合
、
隣
国
守
護
が
こ
れ
を
代
行
す
る
例
は
か
な
り
以
前
か
ら
あ
り
、
こ
れ
を
以
て
尼
子
氏
の
守
護
在
職
の
徴
証
と
す
る
事
は
不
当
で
は

あ
る
ま
い
。

　
右
と
同
様
の
事
例
と
し
て
、
天
文
九
年
（
一
五
四
〇
）
正
月
一
〇
日
に
は
、
奉
公
衆
小
林
民
部
少
輔
が
近
年
不
知
行
と
な
っ
て
い
る
所
領
作
州

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

布
施
郷
に
つ
い
て
、
尼
子
方
へ
下
知
を
成
さ
れ
た
き
旨
を
申
請
し
た
事
が
内
談
衆
に
披
露
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
ま
た
、
時
期
は
は
っ
き
り
確
定
で
き
な
い
が
、
尼
子
経
久
が
御
料
所
の
維
持
に
腐
心
し
て
い
た
事
は
、
次
の
史
料
か
ら
窺
え
る
。

　
　
（
神
門
郡
朝
血
郷
）

　
ひ
ゑ
一
事
、
紀
伊
守
へ
打
渡
候
、
此
在
所
事
、
公
方
御
領
所
候
、
別
儀
申
付
事
由
、
意
得
候
ハ
テ
可
早
耳
候
、
已
前
約
束
之
時
節
、
松
本
使
仕
候
、
代
官
職

　
事
者
、
彼
者
二
三
申
付
候
テ
可
然
由
候
ツ
ル
、
其
身
申
計
風
間
、
不
相
届
候
哉
、
自
其
内
々
可
申
遣
候
、
恐
々
謹
言

　
　
十
一
月
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
経
久
判

　
　
　
亀
井
能
登
守
殿

　
尚
々
、
代
官
老
候
ハ
テ
不
可
叶
候
間
、
御
申
付
三
三
然
候

　
尼
子
経
久
は
天
文
一
〇
年
（
一
五
四
一
）
一
一
月
に
没
し
、
嫡
孫
の
晴
久
が
家
督
を
継
い
だ
。
晴
久
は
も
と
詮
久
と
称
し
た
が
、
同
年
一
〇
月
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

将
軍
義
晴
の
偏
誰
を
受
け
て
晴
久
と
改
め
て
い
る
。
晴
久
の
代
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
同
様
の
事
例
を
検
出
し
て
お
く
と
、
辛
く
も
経
久
在
世

中
の
時
期
に
か
か
る
天
文
一
〇
年
（
一
五
四
一
）
一
〇
月
、
二
位
法
印
知
行
分
雲
州
嶋
根
郡
東
長
田
郷
が
近
年
不
知
行
の
た
め
、
尼
子
民
部
少
輔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

（
晴
久
）
方
へ
下
知
が
な
さ
れ
て
い
る
。
、
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戦國期の守護権力（今岡）

　
ま
た
、
翌
＝
年
（
一
五
四
二
）
二
月
に
は
、
治
部
大
輔
用
害
知
行
分
伯
州
星
川
庄
の
違
乱
を
退
け
る
べ
き
旨
の
下
知
が
尼
子
晴
久
及
び
地
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

に
対
し
て
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
同
年
五
月
八
日
、
尼
子
晴
久
よ
り
疎
意
有
る
べ
か
ら
ざ
る
旨
の
復
命
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
他
、
時
期
を
は
っ
き
り
確
定
す
る
事
は
で
き
な
い
が
、
　
『
大
館
常
興
日
記
』
天
文
八
年
（
一
五
三
九
）
七
月
の
紙
背
文
書
に
、
尼
子
属
に

対
し
て
石
清
水
八
幡
富
領
備
後
国
藁
江
庄
の
日
供
料
を
保
証
す
る
事
を
求
め
た
書
状
案
が
あ
り
、
内
談
衆
で
あ
っ
た
大
館
常
興
の
立
場
か
ら
し

て
こ
れ
も
幕
府
機
関
で
処
理
さ
れ
た
可
能
性
は
大
き
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
幕
府
は
尼
子
氏
を
守
護
と
し
て
認
定
し
、
尼
子
氏
も
ま
た
必
要
が
あ
れ
ば
そ
の
職
責
を
果
た
し
て
い
た
。
尼
子
氏
の
支
配

権
は
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
幕
府
－
守
護
体
制
へ
の
反
逆
、
そ
れ
か
ら
の
脱
皮
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
京
極
氏
の
家

督
及
び
守
護
権
の
継
承
と
、
幕
府
に
よ
る
そ
の
認
定
に
よ
っ
て
、
戦
国
期
の
幕
府
－
守
護
体
制
の
中
で
実
現
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
の
事

が
、
尼
子
氏
の
領
国
支
配
の
性
格
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
次
章
に
お
い
て
見
る
事
と
す
る
。

①
　
　
『
佐
々
木
文
書
』
。

②
同
右
。

③
　
　
『
千
家
文
書
』
・
『
日
御
確
神
社
文
書
』
。

④
　
　
『
安
国
寺
文
書
』
。

⑤
　
「
永
正
年
中
大
社
御
造
営
之
次
第
」
（
『
千
家
文
書
』
）
。

⑥
『
鰐
淵
寺
文
書
』
。

⑦
　
　
『
日
御
碕
神
社
文
書
』
。

⑧
　
『
大
館
常
興
書
札
抄
』
（
『
群
書
類
従
臨
消
息
部
所
収
）
。
そ
の
時
期
は
確
定
で
き

　
な
い
が
、
同
書
に
天
文
三
年
（
一
五
三
四
）
に
没
し
た
塩
冶
彦
四
郎
興
久
の
名
が

五
　
戦
国
大
名
尼
子
氏
の
領
国
支
配
と
守
護
権

　
見
え
る
事
に
よ
り
、
そ
れ
以
前
で
あ
る
事
は
確
か
で
あ
る
。

　
　
『
御
内
書
案
』
（
天
理
図
欝
館
蔵
）
所
収
。

⑨　
　
『
大
館
常
興
日
記
』
天
文
七
年
九
月
八
日
条
。

⑩　
同
右
同
日
条
。

⑭　
　
『
三
刀
屋
文
書
』
。

⑫　
　
『
大
館
常
興
日
記
』
天
文
一
〇
年
一
〇
月
三
臼
条
。

⑬　
岡
右
天
文
一
〇
年
一
〇
月
一
九
日
条
。

⑭　
同
右
天
文
一
一
年
二
月
置
ヨ
条
・
同
年
五
月
八
日
条
。

⑮

尼
子
氏
の
全
盛
期
の
家
臣
団
を
傭
冒
す
る
事
め
で
き
る
貴
重
な
史
料
と
し
て
、
天
文
九
年
（
一
五
四
〇
）
八
月
一
九
日
付
の
竹
生
島
造
営
の
た
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①

め
の
奉
加
帳
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
近
江
よ
り
出
雲
に
下
向
し
た
竹
生
島
自
尊
上
人
の
求
め
に
応
じ
て
奉
加
し
た
尼
子
晴
久
と
そ
の
一
族
・
家
臣

の
名
を
連
ね
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
総
数
は
一
一
七
名
に
及
ぶ
。

　
そ
の
構
成
を
順
に
見
て
行
く
と
、
先
ず
晴
久
の
伯
父
に
あ
た
る
刑
部
少
輔
国
久
を
始
め
と
し
て
、
尼
子
疵
の
一
族
八
名
が
名
を
連
ね
て
い
る
。

　
次
に
、
　
「
御
一
族
衆
」
の
肩
書
き
で
三
雲
が
並
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
問
題
で
あ
る
。
そ
の
三
雲
と
は
宍
道
八
郎
・
鞍
智
意
馬
助
・
宍
道
九

郎
で
あ
る
が
、
こ
の
宍
道
・
国
号
氏
は
共
に
尼
子
氏
の
祖
高
久
以
後
の
分
流
で
は
な
く
、
尼
子
氏
の
一
族
と
言
う
よ
り
は
京
極
茂
の
一
族
と
言

　
　
　
　
　
②

う
べ
き
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
京
極
氏
の
一
族
が
「
御
一
族
衆
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
事
は
、
京
極
氏
の
家
督
を
引
き
継
い
だ
尼
子

氏
の
意
識
が
こ
こ
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
と
見
る
事
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
宍
道
・
鞍
智
氏
の
次
に
は
、
「
奉
公
の
末
」
の
肩
書
き
を
も
っ
て
朝
山
安
芸
守
が
位
置
し
て
い
る
。
「
奉
公
の
末
」
の
意
味
は
明
確
で
は
な
い

が
、
朝
山
氏
が
古
く
は
在
国
司
と
し
て
威
を
振
る
っ
た
名
門
で
室
町
期
に
は
幕
府
奉
公
衆
で
あ
っ
た
事
、
ま
た
こ
の
前
に
位
置
し
た
宍
道
・
鞍

智
氏
が
い
ず
れ
も
幕
府
外
様
衆
で
あ
っ
た
事
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
「
奉
公
の
末
」
は
奉
公
衆
の
意
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
も
し
そ
う
だ

と
す
れ
ば
、
奉
公
衆
を
こ
こ
で
特
別
な
位
置
に
置
い
て
い
る
事
は
、
や
は
り
尼
子
氏
の
守
護
と
し
て
の
意
識
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
次
い
で
、
　
「
出
雲
州
衆
」
と
し
て
六
八
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
鎌
倉
・
南
北
朝
期
の
出
雲
守
護
で
あ
っ
た
佐
々
木
・
塩
冶
属

の
一
族
、
或
は
文
永
八
年
（
＝
一
七
一
）
杵
築
大
社
三
月
会
結
番
帳
に
見
え
る
地
頭
な
ど
が
多
く
含
ま
れ
、
更
に
は
先
に
見
た
守
護
京
極
氏
の
出

雲
に
お
け
る
守
護
権
限
の
執
行
に
携
わ
っ
て
い
た
国
人
で
こ
の
奉
加
帳
に
名
の
見
え
る
者
は
、
先
の
宍
道
・
朝
山
疵
を
除
い
て
全
て
こ
の
中
に

含
ま
れ
る
。
全
体
と
し
て
、
出
雲
国
生
え
ぬ
き
の
有
力
国
人
層
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
　
「
富
田
搬
」
と
し
て
三
七
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
「
古
志
六
郎
左
衛
門
尉
」
の
よ
う
に
、
出
雲
州
衆
で
あ
る
佐
々

木
一
族
古
志
氏
の
庶
流
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
多
く
は
鎌
倉
・
室
町
期
の
史
料
に
姿
を
見
せ
ず
、
京
極
或
は
尼
子
氏
の
古
く
か
ら
の

被
官
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
は
尼
子
氏
の
領
国
支
配
を
実
質
的
に
担
っ
て
い
た
存
在
で
あ
っ
た
。
富
田
衆
に
亀
井
藤
左
衛
門
尉
八
国
綱
）
の
名
を
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戦国期の守護権力（今岡）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

載
す
亀
井
氏
は
、
尼
子
経
久
の
時
代
に
能
登
守
秀
綱
が
お
り
、
彼
は
経
久
の
領
国
支
配
の
実
務
を
殆
ど
一
手
に
行
な
っ
て
い
た
。

　
ま
た
、
尼
子
晴
久
の
時
代
に
な
る
と
、
領
国
支
配
の
基
幹
的
文
書
と
し
て
奉
行
人
奉
書
が
急
増
し
、
支
配
機
構
の
整
備
・
充
実
を
う
か
が
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

せ
る
が
、
そ
こ
に
署
判
ず
る
奉
行
人
は
、
表
2
に
見
え
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
こ
れ
ら
富
田
衆
で
占
め
ら
れ
、
奉
行
人
の
う
ち
奉
加
帳
に
は
見

え
な
い
者
も
、
鎌
倉
・
室
町
期
の
史
料
に
殆
ど
そ
の
姿
を
見
せ
ず
、
基
本
的
な
性
格
は
富
田
衆
と
共
通
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
右
の
よ
う
な
尼
子
氏
家
臣
団
の
基
本
的
構
成
の
う
ち
、
出
雲
州
衆
が
松
浦
義
則
氏
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
里
並
」
の
奉
公
を
果
た
す
国
人
、
富

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

田
衆
が
「
被
官
並
」
の
奉
公
を
果
た
す
土
豪
と
考
え
る
事
が
で
き
よ
う
。

　
守
護
京
極
氏
の
下
で
自
立
性
の
強
い
権
力
と
し
て
存
在
し
て
い
た
伝
統
的
国
人
層
た
る
出
雲
州
権
の
諸
氏
が
、
京
極
氏
の
守
護
権
を
引
き
継

い
だ
尼
子
氏
に
対
し
て
果
た
す
奉
公
が
国
の
公
的
支
配
者
に
対
す
る
　
般
的
義
務
と
し
て
の
並
並
奉
公
で
あ
っ
た
の
は
当
然
で
あ
り
、
そ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

一
貫
し
て
尼
子
氏
に
よ
る
伝
統
的
国
入
層
の
編
成
原
理
で
あ
っ
た
事
は
、
次
の
史
料
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

　
（
尼
子
義
久
）

　
（
花
押
）

表2　尼子氏奉行人一一一一覧

奉行側貌期
　　　　　　」

　　・署判奉間
　　i書数

10立原幸隆
t　松尾重長
○中井家団

　多胡辰敬
○亀井圏綱

○屋葺幸保

　大塚家清
◎牛尾幸清

　大石綱正
○森脇久貞

○雑賀久清

○津森幸俊

1　本田常吉
i　仁賀左衛門尉

1顛新兵衛

　佐世清宗
◎馬木真野

○横道久宗

　日置幸吉
　大石照照
　波山家豊
　目黒重清
○目賀田幸窟

　本田塚興
　本田秀親
　岸　宗林
○河副久盛

○河本幸忠

○湯原中綱
○高尾又太郎

○福頼久隆

○亀井久清

　佐世紫野
　小林久慶
　多賀高欄
○安井久慶

悪文ユ1一永禄7i
l芙文12　　　｝

i天文12　　　1
天文12　　　　1

屡妻i－i

k文15一永禄7，
i天文・6　　1

iXi：＝鶏…
i天文・6一永禄・

膿1＝蕪

｝弘治元一一永禄・i

l弘治3
ミ

i弘治3

騨一口
永禄4麟4
騒・一帯i
i隷、＿＿永禄，

睡禄5

1天文21一永禄5

艦＝1：灘i

町原彦右衛門尉i永禄8

　大杉佐渡守

　多賀久章

・永禄4一一永禄6i

・　　　　　　　　　　i

礁：　i
i永禄5　　　i
ミ　　　　　　　　　　　　　　　　ミ

…永禄5　　　　i
永禄5　　　i
永禄，　　；

永禄6　　　　！

i永禄7　　1
ヨ

泳禄、　　i
ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ

i永禄8　　　　i
ド

4
1
1
3
3
3
1
4
1
6
2
6
3
1
3
9
2
2
1
1
2
1
1
1
2
2
4
1
1
1
1
王
1
1
1
1
1
1
2

9
臼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

◎印：奉加帳の「出雲山衆」

○印：奉加帳の「富田衆」

（注）　この他，法名のみで姓の判明しない

　　者が3名ある。
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貴
所
御
知
行
分
守
護
役
中
事
、
晴
久
様
被
風
御
判
形
之
旨
、
不
可
有
相
違
候
、
自
然
革
新
儀
者
、
至
其
時
可
有
御
申
候
、
泉
山
普
請
之
事
、
国
無
事
之
時
者

　
自
御
知
行
分
可
被
仰
付
候
、
但
敵
茂
執
出
、
大
堺
之
鋳
型
者
、
従
此
方
茂
可
卑
湿
付
候
、
為
向
後
被
黒
革
御
判
候
、
恐
≧
謹
言
、

　
　
永
禄
五
年
　
　
　
　
　
　
　
　
牛
尾
遠
江
守

　
　
　
　
　
三
月
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
幸
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
副
美
作
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
盛
（
花
押
）

　
　
　
赤
穴
美
作
守
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
参

　
右
の
史
料
に
見
え
る
通
り
、
出
雲
州
衆
で
あ
る
赤
穴
幾
が
尼
子
氏
に
対
し
て
果
た
す
役
は
「
守
護
役
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
「
新
儀
」

の
可
能
性
に
、
京
極
氏
の
段
階
と
は
異
な
る
戦
国
期
の
特
質
を
う
か
が
わ
せ
る
が
、
そ
れ
を
可
能
と
す
る
論
理
は
や
は
り
「
国
」
の
大
事
な
の

で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
永
禄
期
に
お
い
て
も
国
並
奉
公
の
原
理
は
一
貫
し
て
い
た
と
言
え
る
。

　
尼
子
氏
が
京
極
琉
の
守
護
権
を
継
承
し
た
事
は
、
京
極
氏
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
富
田
衆
の
よ
う
な
直
接
の
軍
事
的
基
盤
に
加
え
、
自
立
的
権

力
と
し
て
存
在
し
て
い
た
出
雲
の
国
人
を
早
期
に
か
つ
統
一
的
に
動
員
す
る
事
を
可
能
と
し
、
こ
れ
が
尼
子
氏
の
急
激
な
膨
張
に
つ
な
が
っ
た
。

先
に
見
た
よ
う
に
幕
府
の
尼
子
氏
に
対
す
る
守
護
権
の
認
定
を
確
認
で
き
る
上
限
は
大
永
四
年
（
一
五
二
四
）
で
あ
る
が
、
こ
の
大
永
か
ら
天
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

初
年
に
か
け
て
の
時
期
が
、
尼
子
民
の
進
嵐
の
最
も
活
発
な
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
、
独
自
の
御
家
人
制
に
よ
っ
て
守
護
権
力
を
確
立
し

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

て
い
た
大
内
矯
を
除
き
、
周
辺
諸
国
の
守
護
が
応
仁
・
文
明
の
乱
以
来
の
内
紛
と
抗
争
の
た
め
に
不
安
定
な
状
態
に
あ
る
中
で
、
尼
子
氏
は
軍

事
的
な
優
位
に
立
つ
事
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
事
は
ま
た
、
先
に
見
た
尼
子
氏
の
守
護
権
行
使
の
事
例
の
性
格
と
も
か
か
わ
っ
て
い
る
。
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
尼
子
氏
が
幕
府
の
命

に
よ
っ
て
守
護
と
し
て
の
職
責
を
果
た
し
て
い
る
地
域
は
出
雲
・
隠
岐
に
限
ら
ず
き
わ
め
て
広
い
範
囲
に
及
び
、
尼
子
氏
の
実
力
を
前
提
と
し

て
実
効
を
期
待
さ
れ
て
い
る
側
面
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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戦国期の守護権力（今岡）

　
陶
歯
国
に
関
し
て
言
え
ば
、
ま
だ
京
極
政
経
の
在
世
し
て
い
た
永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）
二
月
に
は
、
石
清
水
八
幡
宮
走
査
薔
国
山
田
別
宮
が

「
依
里
心
劇
、
有
名
無
実
」
と
な
っ
た
た
め
、
　
「
隣
国
之
儀
」
と
し
て
合
馬
・
因
幡
の
守
護
で
あ
る
山
名
治
部
少
輔
・
山
名
次
郎
の
両
名
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

し
て
そ
の
沙
汰
付
が
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
一
国
の
守
護
職
権
の
行
使
者
が
誰
に
認
定
さ
れ
る
か
は
、
現
地
の
情
勢
に
よ
っ
て
か
な
り
流
動
的
で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
戦
国
期
幕
府
…
守
護
心
綱
の
特
質
の
一
端
を
示
す
も
の
と
言
え
る
が
、
先
の
よ
う
に
大
永
か
ら
天
文
初
年
に
か
け
て
の
時
期

に
尼
子
疑
が
広
範
な
地
域
に
お
い
て
守
護
職
権
の
行
使
者
と
な
っ
た
事
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
の
時
期
の
尼
子
疵
の
動
静
は
か
な
り
正
確
に
幕

　
　
　
　
　
　
　
⑩

府
に
伝
わ
っ
て
お
り
、
幕
府
は
か
か
る
守
護
権
の
発
動
に
つ
い
て
は
か
な
り
的
確
な
判
断
を
下
し
て
い
た
。

　
右
の
よ
う
な
状
況
は
、
守
護
制
度
の
本
質
的
な
問
題
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
京
極
氏
の
場
合
に
守
護
職
が
譲
状
に
よ
っ
て
相
伝
さ
れ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

よ
う
に
、
元
来
守
護
職
は
家
と
の
結
び
つ
き
が
強
く
、
守
護
制
度
そ
の
も
の
が
家
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
る
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の

よ
う
な
守
護
制
度
の
性
格
か
ら
、
守
護
職
を
保
持
し
得
る
家
格
と
し
て
の
守
護
家
の
意
味
が
重
要
と
な
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
更
に
そ
れ
は
守

護
権
の
代
行
者
と
し
て
の
資
格
と
も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
既
に
守
護
職
を
「
惣
領
落
々
」
と
し
て
い
た
尼
子
氏
も
当
然
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

し
た
守
護
家
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
尼
子
氏
が
周
辺
諸
国
の
国
人
を
も
「
国
華
」
に
動
員
す
る
事
が
可
能
と
な
っ
た
条
件
の
一
つ
は
こ
の
よ
う
な

守
護
の
性
格
の
変
化
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
事
は
ま
た
出
雲
に
お
け
る
尼
子
氏
の
家
臣
団
編
成
の
性
格
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
。
尼
子

氏
が
守
護
と
な
っ
た
事
に
よ
っ
て
統
一
的
な
動
員
が
可
能
と
な
っ
た
出
雲
州
衆
が
、
反
面
で
は
大
内
氏
の
動
き
に
応
じ
て
向
背
常
な
ら
ざ
る
状

態
で
あ
っ
た
の
は
、
一
つ
に
は
隣
国
守
護
た
る
大
内
氏
が
出
雲
守
護
権
を
代
行
し
得
る
資
格
を
持
っ
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
、
尼
子
氏
は
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ら
の
統
制
に
最
後
ま
で
悩
ま
さ
れ
た
。

　
そ
れ
と
同
時
に
、
尼
子
氏
権
力
の
直
接
の
支
柱
と
も
言
う
べ
き
富
田
衆
に
つ
い
て
も
、
尼
子
氏
が
守
護
で
あ
っ
た
事
か
ら
来
る
問
題
が
存
在

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
奉
加
帳
に
は
見
え
な
い
が
、
奉
行
人
と
し
て
多
胡
辰
敬
を
出
し
て
い
る
多
胡
氏
を
例
に
と
れ
ば
、
そ
の
所
領
支
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

は
尼
子
氏
の
領
域
的
支
配
権
を
前
提
と
し
て
実
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
領
主
と
し
て
の
多
胡
幾
は
尼
子
氏
へ
の
依
存
度
が
強
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
先
に
も
見
た
よ
う
に
尼
子
氏
の
守
護
権
は
家
と
強
く
一
体
化
し
て
お
り
、
尼
子
民
の
領
域
的
支
配
権
も
守
護
権
を
そ
の
本
質
と
す
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る
以
上
、
特
定
の
主
君
な
い
し
家
に
対
す
る
被
官
並
奉
公
も
、
国
の
公
的
支
配
者
に
対
す
る
国
並
奉
公
に
質
的
に
同
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
先

に
触
れ
た
奉
行
人
多
胡
辰
敬
は
、
著
名
な
『
多
胡
辰
敬
家
訓
』
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
彼
は
尼
子
氏
の
命
に
よ
り
石
州
刺
賀
の
城
番
を

務
め
る
事
を
、
　
「
国
ノ
御
大
事
」
無
か
ら
ん
た
め
「
雲
州
ノ
西
ノ
木
戸
柱
ト
ナ
リ
テ
石
見
ノ
刺
賀
岩
山
二
居
城
仕
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
守
護
と
し
て
の
領
国
支
配
を
行
な
っ
て
い
た
尼
子
氏
に
対
し
て
は
、
家
に
対
す
る
奉
公
は
そ
の
ま
ま
国
と
そ
の
公
的
支
配
者
に
対
す
る
奉
公

に
転
化
し
得
る
の
で
あ
り
、
そ
の
事
は
尼
子
氏
家
臣
団
の
行
動
原
理
に
複
雑
な
性
格
を
与
え
る
事
と
な
る
。
敢
え
て
言
え
ば
、
尼
子
属
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

て
は
少
な
く
と
も
毛
利
氏
に
見
ら
れ
た
と
同
様
な
「
家
中
」
の
形
成
は
困
難
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
先
ず
家
中
を
形
成
し
た
毛
利
氏

の
課
題
が
国
衆
の
統
制
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
守
護
と
し
て
早
期
に
一
国
支
配
を
実
現
し
た
尼
子
玩
の
課
題
は
、
家
中
に
匹
敵
す
る
強
固
な
家

臣
団
編
成
の
原
理
を
形
成
す
る
事
で
あ
っ
た
が
、
尼
子
氏
は
遂
に
そ
れ
を
成
し
得
な
い
ま
ま
没
落
し
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

①
　
　
『
竹
生
島
文
書
』
（
滋
賀
県
立
図
書
館
架
蔵
写
真
版
）
。

②
　
『
佐
々
木
系
図
』
。

③
　
経
久
の
書
状
に
多
く
添
状
を
発
給
し
て
い
る
他
、
永
正
一
六
年
（
一
五
一
九
）

　
の
杵
築
大
社
遷
宮
及
び
大
永
四
年
（
一
五
二
四
）
の
臼
御
職
社
遷
宮
に
は
い
ず
れ

　
も
造
営
奉
行
を
務
め
て
い
る
（
第
四
章
注
⑤
及
び
注
⑦
）
。
後
に
、
『
鰐
淵
寺
文
霞
』

　
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
六
月
某
日
同
寺
三
答
状
案
は
、
彼
を
「
其
時
分
、
経
久

　
存
知
之
国
々
大
小
事
、
悉
皆
令
存
知
、
為
明
白
之
仁
躰
事
、
無
識
隠
」
と
ま
で
言

　
い
、
　
『
秋
上
文
書
』
の
「
出
雲
國
守
護
職
次
第
記
」
は
、
大
永
・
享
禄
・
天
文
の

　
守
護
を
尼
子
経
久
と
し
、
守
護
代
を
亀
井
秀
綱
と
し
て
い
る
。

④
　
表
2
は
管
見
の
限
り
で
の
尼
子
歯
軸
行
人
の
一
覧
表
で
あ
る
。
尼
子
氏
の
奉
行

　
人
奉
書
に
は
、
当
主
の
袖
判
の
あ
る
も
の
と
な
い
も
の
が
あ
り
、
ま
た
書
止
め
文

　
誓
も
多
様
で
、
そ
の
分
類
に
は
種
々
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
が
、
こ
こ
で
は
奉
欝

　
文
言
を
含
む
も
の
全
て
取
り
上
げ
、
様
式
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と

　
し
た
。

⑤
　
松
浦
氏
が
国
軍
奉
公
の
国
人
の
例
と
し
て
挙
げ
て
お
ら
れ
る
三
刀
屋
・
赤
穴
・

　
佐
方
・
神
西
の
諸
氏
は
い
ず
れ
も
奉
加
帳
の
出
雲
州
府
に
属
し
、
被
官
並
奉
公
の

　
例
と
し
て
挙
げ
て
お
ら
れ
る
多
胡
・
波
根
氏
は
奉
加
帳
に
は
見
え
な
い
が
い
ず
れ

　
も
奉
行
人
を
出
し
て
い
る
。

⑥
『
中
川
四
郎
氏
所
蔵
文
書
』
。
な
お
、
牛
尾
幸
清
の
花
押
は
欠
落
し
て
い
る
。

⑦
『
大
館
常
興
臼
記
』
・
『
親
蒸
室
記
隔
離
参
照
。

⑧
　
川
岡
勉
「
大
内
氏
の
軍
事
編
成
と
御
家
人
制
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
隔
九
七
号
、
一

九
八
二
年
）
。

⑨
　
同
年
二
月
一
一
三
日
付
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
案
（
『
石
清
水
文
書
』
）
。

⑩
注
⑦
に
同
じ
。

⑪
　
こ
の
点
に
要
し
て
は
、
最
近
の
朝
尾
直
弘
氏
の
提
嘗
が
あ
る
（
同
氏
「
前
近
代

　
国
家
史
研
究
の
到
達
点
と
課
題
」
、
『
現
代
歴
史
学
の
成
果
と
課
題
旺
1
2
、
前
近

　
代
の
社
会
と
國
家
』
所
収
、
青
木
書
店
、
一
九
八
二
年
）
。
そ
れ
と
共
に
、
事
例

　
と
し
て
興
味
深
い
の
が
「
関
東
八
屋
形
」
で
あ
る
。
鎌
，
倉
府
管
轄
下
の
常
陸
・
下

　
野
・
下
総
の
三
國
で
は
、
守
護
で
あ
る
佐
竹
・
結
城
、
・
千
葉
の
三
氏
の
他
、
旧
族

　
領
主
五
三
が
鎌
倉
公
方
満
兼
の
代
に
「
屋
形
」
の
称
号
と
朱
の
采
配
を
許
さ
れ
、
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守
護
職
を
拝
任
す
る
資
格
を
認
め
ら
れ
て
い
た
（
窮
村
高
男
「
鎌
倉
公
方
と
東
国

　
守
護
」
、
　
『
歴
史
公
論
』
一
九
八
二
年
八
月
号
）
。

⑫
第
四
章
参
照
。

⑬
　
國
人
の
個
々
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
米
原
正
義
感
前
掲
書
参
照
。

⑭
松
浦
義
則
氏
前
掲
論
文
。

⑤
　
毛
利
氏
に
お
け
る
家
中
の
形
戎
に
つ
い
て
は
、
松
浦
義
則
「
踏
舞
期
毛
利
氏

　
『
家
中
』
の
成
立
」
角
史
学
研
究
五
〇
周
年
記
念
論
叢
』
日
本
編
所
収
、
福
武
雷

　
店
、
～
九
八
一
）
・
矢
田
俊
文
「
戦
国
期
毛
利
権
力
に
お
け
る
家
来
の
成
立
」
（
『
ヒ

　
ス
ト
リ
ア
』
九
五
号
、
一
九
八
二
年
）
参
照
。

結

灘口n

　
こ
れ
ま
で
戦
国
大
名
尼
子
氏
の
性
格
に
つ
い
て
、
守
護
京
極
氏
の
領
国
支
配
か
ら
説
き
起
こ
し
て
考
察
を
進
め
て
来
た
。
そ
の
結
果
、
戦
国

大
名
と
し
て
の
尼
子
氏
の
性
格
が
通
説
の
よ
う
に
幕
府
一
守
護
体
制
に
対
す
る
反
逆
・
独
立
を
そ
の
本
質
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
京
極
氏
の

守
護
権
を
継
承
し
て
戦
国
期
幕
府
－
守
護
体
制
の
一
環
に
加
わ
る
事
に
よ
っ
て
一
国
支
配
を
確
立
し
得
た
事
、
換
言
す
れ
ぼ
尼
子
矯
を
戦
国
期

の
守
護
権
力
と
し
て
捉
え
得
る
事
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
そ
れ
故
に
尼
子
氏
は
強
大
な
守
護
家
で
あ
る
大
内
氏
に
対
抗
し
得
た
の
で

あ
り
、
一
六
世
紀
前
半
の
中
国
地
方
の
政
治
史
は
両
者
の
抗
争
を
軸
と
し
て
展
開
し
た
。
そ
こ
か
ら
、
大
内
氏
が
滅
亡
し
、
尼
子
属
も
守
護
の

系
譜
を
持
た
ぬ
毛
利
茂
に
圧
倒
さ
れ
て
ゆ
く
一
六
世
紀
後
半
の
状
況
が
改
め
て
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

戦國期の守護権力（今岡）

　
（
付
記
）
　
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
特
に
島
根
県
立
図
書
館
の
藤
岡
大
拙
氏
及
び
島
根
大
学
の
井
上
寛
司
氏
に
史
料
の
閲
覧
そ
の
他
種
々
の
御
世
話
に
な

っ
た
。
末
尾
な
が
ら
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
院
生
　
京
都
市
上
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The　Power　of　Shacgo守護in　the　Sengoku戦国Period：

　　　　　　　　　The　Amagos尼子氏in　fzumo出雲

by

Norikazu　lmaoka

　　It　has　been　emphasized　that，　as　to　the　power　of　the　Amagos，　Sengoku－

d4imyo戦国大名呈n　Izumo，　it　was　estab恥hed　agaiBst　the　bakuhu一幕府一

shugo．守護system．．But．　when　we　pay　more　attention　to　the　Amagos’

relationship　to　theκγo即舷3．京極氏，　shecgo　in　lzumo。no．flu・rei出雲国in

the　Muromachi室町．．．　period，　we　can　find　that．there　is　a　considerable

continuance　between　，the　two．　Tlierefore　we　may　regard　the　Amagos

as　shugo．

　　Concerning・to　the　rule／／　by　the　Kyogokus　over　lzumo－no－kzmz，　it　was

restricted　by　highiy　independent，　traditional　local　powers，　such　as

た。た吻●ins国人，　temples，　shrines　and　so　on．　Aga圭nst　these　powers，　the

Amagos　cam，e．　to鳶κ解。　frQm、0勿36近江．葦orψβ1．purposβ．of　acting　for

theκγogo肋3．　In　the　days　Qf．TS・wnehisa経久，　the　Amagos　inherited

the　estates　and　the　rights　of’shscgo，　’and’then　was　authorized　by　the

bakuhu．　Thus　the　Amagos　was　able　to　rule　out　fez．tmo－no－kuni　as　a

whole　by　taking　part　in　the　bakuhza－shasgo　system　earlier　than　the　other

Sengoku－daimyos．　But　the　Amagos’　power　was　established　after　such

process　that　it　was　sustained’　by・a　vassal　of　duality，　consisting　of　two

groUps：one，　Izumoshu．shus出雲州衆who　largely　came　from　traditional

た。々三股class，　and　the．other　To4α・’shus．富田衆who．睦dministered　political

affairs．　’　This　duality　remalned　a　great　problem　fot’　tke　Amagos．

O彼ソang　Xiu’s　欧陽罰蒼：H：istoriogral）hy　and．　the

　　　　　　　　　　　’Qingli慶暦．　Reform

by

YoshihirQ．　Kobayashi

．Asaガαπ9％α％諫官， Ouyang　Xiu　took　part　in．the　Qingli　reform　having・

　　　　　　　　　　（598）




